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はじめに 

 

本学は、1952年に開設された秋田市立工芸学校

を前身としており、1995年に秋田公立美術工芸短

期大学となった後に、これを発展的に改組し、2013

年に北海道・東北地方では唯一の美術系の公立大

学として設置された。その後、2017 年に大学院複

合芸術研究科修士課程が、2019 年に大学院複合芸

術研究科博士課程が新設され、９年間の教育シス

テムが完成している。 

設立団体である秋田市が目指す「芸術文化の香

り高いまちづくり」を牽引する中核的存在として、

本学は、秋田の文化を発展・深化させる「知の原動

力」となるような、より豊かな教養と深い専門性

を備えた人材や、「秋田ブランド」の振興をはじめ

とする地域活力の向上に寄与する人材を育成する

とともに、伝統的工芸品産業や製造業などのデザ

インと製品開発力の水準を高め、ものづくりの振

興を図るためのコンサルタント・シンクタンク的

な役割を担うことが期待されている。このため、

本学の基本理念に、「秋田の伝統・文化をいかし発

展させる大学」、「まちづくりに貢献し、地域社会

とともに歩む大学」などを掲げている。 

     ◇         ◇ 

本学は、現在、設立団体である秋田市が定めた

第２期中期目標期間（2019 年度～2024 年度）にあ

り、第２期中期計画および年度計画に基づき、目

標達成に向けて取り組んでいるところである。こ

れを全学的に着実に推進していくため、学長を委

員長とした自己評価委員会を設置し、年度計画の

策定、事業の実施、業務実績の取りまとめ、自己点

検・評価、改善策の実施というＰＤＣＡサイクル

により内部質保証に取り組んでいる。また、毎年

度、秋田市公立大学法人評価委員会の評価を受審

し、外部委員から寄せられる客観的かつ専門的な

指摘や意見を業務運営に活かしている。 

 

 

 

 

なお、第２期中期目標、第２中期計画および年

度計画をはじめ業務実績、自己点検・評価結果や

秋田市公立大学法人評価委員会による外部評価結

果は、いずれもホームページで公開している。 

     ◇         ◇ 

本学は、2018年度に初めて、学校教育法に基づ

く独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の認

証評価を受審しており、同機構が定める大学評価

基準を満たしていると認定されている。その際、

優れた点として、「アートやデザインの社会的役割

を実践的に学ぶ機会を設けている」、「学生・教員

が地域住民とともにプロジェクトに取り組み、イ

ベントやシンポジウムを開催している。」、「クリエ

イティブ関連企業への就職の割合が高く、美術系

大学に期待される人材育成の役割が果たせてい

る。」などの評価を得ている。一方、「在校生・卒業

生・就職先に対する教育の質の改善・向上に向け

た組織的な実態調査が行われていない」、「内部監

査が行われていない」などの指摘があり、順次、ア

ンケートの実施と大学運営への着実な反映、内部

監査室の設置など改善を図ったところである。 

◇         ◇ 

今回、本学では、一般財団法人大学教育質保証・

評価センターによる認証評価を受審することとし、

前回の受審以降、自己評価委員会が先頭に立って

全学的に進めてきた内部質保証や特色ある大学運

営の取り組みについて、点検評価ポートフォリオ

を作成した。これを基に、認証評価を受審し、法令

適合性を確認するとともに、教育研究の質の向上

に向けて評価結果を真摯に受け止め、大学運営に

着実に反映することにより、内部質保証体制のさ

らなる推進と、設立団体をはじめ学生、地域社会、

地元企業等への説明責任を果たすべく取り組んで

いきたい。 
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 大学の概要  
（１）大学名 

   秋田公立美術大学 

 

（２）所在地 

   秋田県秋田市新屋大川町 12番３号 

 

（３）学部等の構成 

   学    部：美術学部 

   研 究 科：複合芸術研究科（修士課程、博士課程） 

   その他の組織：附属図書館、キャリアセンター、国際交流センター、情報センター 

  

（４）学生数及び教職員数（2024年５月１日現在） 

   学生：学部 431 名、大学院 34 名 

   教員：46名 

   職員：32名 

 

（５）理念と特徴 

本学は、学問自体の研究・発展に加えて、公立大学として秋田市の「芸術文化の香り高いまちづく

り」の中核の役割を担うため、自らを地方都市である秋田を構成する一部分に位置付け、秋田の芸術・

文化の探求・創造も併せて指向する。また、美術・工芸・デザインを単なる芸術鑑賞の対象としての

み扱うのではなく、広く社会に貢献できる一つの手段として捉え、住みやすく人にやさしいまちづく

りや、新たな商品開発といった分野へのシンクタンク機能も備えることとし、以下の４つの基本理念

を掲げている。 

ア 新しい芸術領域を創造し、挑戦する大学 

イ 秋田の伝統・文化をいかし発展させる大学 

ウ 秋田から世界へ発信するグローバル人材を育成する大学 

エ まちづくりに貢献し、地域社会とともに歩む大学 

 

  



 

3 
 

 
（６）大学組織図 

  
法人組織 

大学組織 
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（７）内部質保証体制図  

 
 

案を提出 

秋田市公立大学 

法人評価委員会 
認証評価機関 

外部評価 外部評価 

自己評価委員会 
（委員長：学長） 

意見 案を提出 

◎学内委員会等が自己点検評価を実施 
ＦＤ・ＳＤ委員会 教務委員会 基礎教育センター準備室 

入試委員会 学生生活委員会 キャリアセンター 

社会連携委員会 国際交流センター 展示・発表委員会 
教職・博物館学芸員課程 
委員会 広報委員会 施設設備委員会 

附属図書館運営委員会 附属図書館 研究不正防止推進委員会 

情報センター 事務局  
※学部と大学院が一体となって大学運営を行うことを目的に、学部と大学院で委員会をそれぞれ設置せずに、

１つの委員会に統合している（教員のほとんどが学部および大学院を兼任）。 

                          

 

学内委員会等 

作成・修正を指示 作成・報告 

年 度 計 画 案 
業 務 実 績 案 
年 度 評 価 案 
自己点検・評価 

理事会 

（議決） 

   教育研究審議会(議長：学長) 
   ※内部委員のみ 

教授会(学部・大学院) 

   経営審議会(議長：理事長) 
   ※外部委員あり 

意見 

教育研究に関する
重要事項 
・審議 
・報告 

経営に関する 
重要事項 
・審議 
・報告 

大 学 
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 大学の目的  
（１）公立大学法人秋田公立美術大学定款 

 （目的） 
第１条 この公立大学法人は、豊かな創造性とグローバルな視野を持った人材を育成するとともに、

芸術文化の発展と地域社会に貢献するため、大学を設置し、および管理することを目的とする。 
 
（２）秋田公立美術大学学則 

 （目的） 
第１条 秋田公立美術大学は、広く知識を授け、深く専門の芸術を教授研究することによって、豊

かな創造性とグローバルな視点を持った人材を育成するとともに、芸術文化の発展と地域社会に

貢献することを目的とする。 
 
（３）秋田公立美術大学大学院学則 

（目的） 
第２条 本学大学院は、多様化する現代芸術領域と複雑化する地域課題に対応しながら、複合的な

教育・研究を通じて、一人ひとりの個性を尊重した専門性のさらなる深化を追求し、新たな芸術

表現の創出やより本質を捉えた地域貢献を図るため、高度な実践力を有する人材と高度な専門性

を有する研究・教育者の育成を行うことを目的とする。 
 
  



 

6 
 

  



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ「基準１ 法令適合性の保証」に関する点検評価資料 
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 イ 教育研究上の基本となる組織に関すること （①大学）          

（１）自己点検・評価の実施状況  
１ 目的 

本学は、秋田公立美術大学学則（以下「学則」という。）第１

条のとおり、広く知識を授け、深く専門の芸術を教授研究する

ことによって、豊かな創造性とグローバルな視野を持った人材

を育成するとともに、芸術文化の発展と地域社会に貢献するこ

とを目的に掲げている。 

 

２ 教育研究上の目的と組織 

本学は、次の人材を育成することを目的に、美術学部美術

学科を設置する旨、学則第３条第１項から第３項までで定めて

いる。 

(1) 新しい芸術表現を模索し発信する人材 

(2) 新しいデザイン技術を習得して地域の活性化に寄与する

人材 

(3) 地域の「良さ」や「美しさ」を再発見する眼を持つ人材 

(4) 多様な価値を交換・共有できる人材 

(5) 地域の芸術創造を実践する計画を立案できる人材 

 

美術学部美術学科には、学則第３条第４項に基づき、次の

とおり、５つの専攻が設置されており、学生は、１～２年次に素

材・技法を総合的に学び、自らの適性に合う専攻を選択した

後、３～４年次にひとつの専攻を軸として選択し、それぞれの

専門専攻科目でより高度な知識や技術を身に付け、４年次後

期に４年間の学習成果の集大成として卒業研究を行う。 

(1) 地域の歴史的な文化資源（ルーツ） の調査・研究を通し

て、その再評価の中から新たな芸術表現を探求する「アーツ

＆ルーツ専攻」 

「基礎理論」「作品制作」「フィールドワーク」の３つによっ

て、地域の文化と歴史に根ざした主題・技法を学び、調査研

究の成果を作品制作に活かす。 

(2) 現代美術の新しい方向性を探り、様々な素材や媒体を通

して現代的な表現を展開する「ビジュアルアーツ専攻」 

従来の素材や技法、表現形態にとらわれず、様々な媒体

を使って現代的な作品を作る。 

(3) 秋田の文化資源を背景に、人と人との豊かな関係を築くも

のづくりを提案する「ものづくりデザイン専攻」 

世代を超えて愛されてきたものに備わる文化的背景や価

値観を踏まえ、秋田から世界に向かって、新たな視点と価値

を持ったものづくりを提案する。 

(4) 多様なメディアを活用したビジュアルコミュニケーションを

学び、効果的なデザインやアートディレクションを可能にする

「コミュニケーションデザイン専攻」 

グラフィックデザインによる様々な表現を幅広く習熟して、

優れた伝達表現やデザイン全体を構築する総合的なディレク

ションを可能にする。 

(5) 様々な表現領域の制作活動から、社会変革を促す「景観」

を創造する「景観デザイン専攻」 

自らの身体を「景観」の現場に置き、感覚・知覚・経験を総

動員してその場所の本質を見抜く作業に取り組みながら、社

会の変革を促しうるアートとデザインの手法を学ぶ。 

※本専攻の指定科目を修了した学生には、卒業後、二級・

木造建築士試験の受験資格を付与 

 

また、これら５専攻に加えて、学則第３条第５項に基づき、美

術教育センターを設置している。同センターは、５専攻と異な

り、学生が所属するのではなく、各専攻における専門教育の補

完、中学校教諭一種免許状（美術）、高等学校教諭一種免許

状（美術・工芸）、博物館学芸員資格の取得を希望する学生に

向けた教育課程を担当する組織である。 

 

３ 収容定員 

学部の収容定員は、学則第３条第２項で定めており、教育

組織、校地、校舎等の施設、設備等を総合的に勘案して設定

し、充足している状況である。 

また、収容定員に対する在籍者数も適切である。 

なお、収容定員等の管理は、理事会が行っており、変更等

を行う際は、内容に応じて教育研究審議会および経営審議会

での審議を経た上で、理事会で議決している。 

 

表：学部の収容定員等（2024 年５月１日現在） 

学  科 入学定員 収容定員 在籍者数 

美術学科 100 人 400 人 431 人 

 

４ 大学等の名称 

大学の名称は、その教育研究上の目的と齟齬はなく、適当

である。  

 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると考える。 

優れた点 
既存の大学とは異なり、領域を横断することによって生まれる新しい芸術表現の可能性を見出す

ことを目的とした特色ある専攻を設置している。 

改善を要する点  ― 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料（リンク） 

教育基本法 

① 

第七条（大学） 
 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新
たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するも
のとする。 
２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されな
ければならない。 

・秋田公立美術大学学則 
 第１条（目的） 
 

 学校教育法 

② 

第八十三条 
 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知
的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供すること
により、社会の発展に寄与するものとする。 

同上 
 

 大学設置基準 

③ 
第二条（教育研究上の目的） 
 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を
学則等に定めるものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
 第３条第３項（美術学科の目

的） 

④ 

第三条（学部） 
 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模
内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとす
る。 

・秋田公立美術大学学則 
 第３条（学部、学科、定員等） 
・秋田公立美術大学ＨＰ 
 教員紹介 

⑤ 
第四条（学科） 
 学部には、専攻により学科を設ける。 
２ 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
 第３条（学部、学科、定員等） 

⑥ 
第五条（課程） 
 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代え
て学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。 

非該当 

⑦ 

第十八条 
 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合にお
いて、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十八
条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学
定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。 
２ 収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総

合的に考慮して定めるものとする。 
３ 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正
に管理するものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
 第３条（学部、学科、定員等） 
・秋田公立美術大学ＨＰ 
５つの専攻の紹介 
美術教育センター 

※ 入学定員の超過率については、平成十五年文部科学省告示第四十五号、平成二十七年文部科
学省告示第百五十四号を参考とすること 

⑧ 
第四十条の四（大学等の名称） 
 大学、学部及び学科（以下「大学等」という。）の名称は、大学等として適当であるとともに、
当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
 第１条（目的） 
 第３条（学部、学科、定員等）   

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/teacher
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/department/major
https://www.akibi.ac.jp/department/liberal
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
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 イ 教育研究上の基本となる組織に関すること （②大学院）         

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 目的 

   本学の大学院は、秋田公立美術大学大学院学則（以下「大

学院学則」という。）第２条のとおり、多様化する現代芸術領域

と複雑化する地域課題に対応しながら、複合的な教育・研究を

通じて、一人ひとりの個性を尊重した専門性のさらなる深化を

追求し、新たな芸術表現の創出やより本質を捉えた地域貢献

を図るため、高度な実践力を有する人材と高度な専門性を有

する研究・教育者の育成を行うことを目的に掲げており、2017

年４月に修士課程を、2019 年４月に博士課程を開設している。 

 

２ 教育研究上の目的と組織 

本学の大学院は、現代芸術領域と地域における課題を対象

とする教育・研究を通じて、テクノロジー等を活用した複合的芸

術表現の探究、アート・マネジメントの手法を用いた課題解決、

ソーシャル・デザインによる雇用の創出・まちづくり、さらには蓄

積された現代芸術領域に関する研究成果の発信など、自らの

表現能力を探求し続けながら、現代芸術における新領域の創

造と、地域を深く捉えた課題の発見から課題解決手法の提案・

実践を通じて社会に貢献する人材を育成することを目的に、複

合芸術研究科複合芸術専攻を設置する旨、大学院学則第４

条第１項および第３項で定めている。 

また、次のとおり、大学院に修士課程および博士課程を設置

する旨、大学院学則第３条で定めている。 

(1) 修士課程 

修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻

分野における研究能力又は高度の専門性を有する職業等

に必要な高度の能力を養い、地域社会に芸術表現で貢献

できる人材を育成することを教育目的とし、ディプロマ・ポリシ

ーにおいて、以下の能力を備えることとしている。 

ア 異なる分野を複合させながら、既存の枠にとらわれない

新しい芸術を探求・創造する能力 

イ 現代社会の動向や地域特性をとらえ、アート・デザイン・

芸術学の方法論を通じて問題解決へつなげ、具体的な提

案ができる能力 

ウ グローバルな視野をもちながら、アート・デザイン・芸術

学の研究や実践を評価・検証し、その成果を広く社会と連

携し情報発信する能力 

(2) 博士課程 

博士課程は、領域を横断する自主的な研究を通じて、も

のごとを深く読み解く能力を養い、学際的な芸術表現や理論 

をもとに読み解いた要素を転換・再構築し、芸術表現又は課

題への対応等に関する新たな価値を提示しながら社会に広

く貢献することを教育目的とし、ディプロマ・ポリシーにおい

て、以下の能力を備えることとしている。 

ア 複合の視点からモノ・コトを要素単位で分析、解析し、現

代芸術に限らず、社会的な課題等に関しても事象の本質を

捉える能力 

イ 表現と理論の双方から多面的にモノ・コトを捉えながら、

発送の転換や理論の応用をもとに、現代芸術および社会に

新しい視点を提示する能力 

ウ 複合の視点からの学術的な研究に取り組み、その成果を

社会に発信・適用していくことで、人々を巻き込みながら現

代芸術や地域を牽引していく能力 

 

なお、本学の大学院における「複合芸術」とは、単に複数の

異なる表現技法や素材の合体の成果を意味するものではな

く、以下の(1)～(3)の全体を表現領域とし、社会の新たな可能

性を拓く活動である。 

(1) 自らの専門の外部に越境して異なる領域の実践の方法や

思想を学ぶこと 

(2) そこで得られた知識と経験を自らの活動に組み込むこと 

(3) そして既存の事物や現象の構成要素の関係性を点検し、

それを未来へ向けて再配置すること 

 

３ 収容定員 

大学院の収容定員は、大学院学則第４条第２項で定めてお

り、教育組織、校地、校舎等の施設、設備等を総合的に勘案し

て設定し、充足している状況である。収容定員の管理は、学部

と同様に理事会が行っている。 

なお、入学辞退者数や留年者数の増減により、現在、在籍

学生数が収容定員を超過している状況にあることから、改善に

向けて取り組んでいく必要がある。 

表：大学院の収容定員（2024 年５月１日現在） 

課  程 専攻 入学定員 収容定員 在籍者数 

修士課程 複合芸術専攻 10 人 20 人 27 人 

博士課程 複合芸術専攻 ２人 ６人 ７人 

 

４ 研究科等の名称 

研究科等の名称は、その教育研究上の目的と齟齬はなく、

適当である。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると考える。 

優れた点 
本学の基本理念である「新しい芸術領域の創造し、挑戦する大学」としての教育を具現化するため、全国的

にも類を見ない「複合芸術」を研究する大学院を設置している。 

改善を要する点  ― 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第九十九条 
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求め

られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的
とする。 
② 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担う
ための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第２条（目的） 

 

 

 大学院設置基準 

② 

第一条の二（教育研究上の目的） 
 大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学
則等に定めるものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第４条第３項（研究科の目
的） 

 

③ 

第二条（大学院の課程） 
 大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程（学校教育法第九十九条第
二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。）とする。 
２ 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はその

いずれかを置くものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第３条（課程） 
第４条（研究科等） 

④ 

第三条（修士課程） 
 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加
えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 
２ 修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる

場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超え
るものとすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して
教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の
時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない
ときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の
期間とすることができる。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第８条（修業年限） 
第９条（在学年限） 

・修士課程学生募集要項 
学位授与方針 

⑤ 

第四条（博士課程） 
 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度
に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと
を目的とする。 
２ 博士課程の標準修業年限は、五年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる

場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、五年を超え
るものとすることができる。 

３ 博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないもの
とする。ただし、博士課程を前期及び後期の課程に区分する場合において、教育研究上の必
要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前期の課程に
ついては二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。 

４ 前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、こ
れを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により二年を超えるものとし
た前期の課程についても、同様とする。 

５ 第二項及び第三項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、第三項に
規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程
の標準修業年限は、三年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、
研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとす
ることができる。 

同上 
 
・博士課程学生募集要項 

学位授与方針 
 

⑥ 

第五条（研究科） 
 研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類
及び数、教育研究実施組織、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を
有すると認められるものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第４条（研究科等） 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
 教員紹介 

⑦ 

第六条（専攻） 
 研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とす
る。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。 
２ 前期及び後期の課程に区分する博士課程においては、教育研究上適当と認められる場合に

は、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第４条第２項（課程等） 

⑧ 

第十条（収容定員） 
 収容定員は、教育研究実施組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、
課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。 
２ 前項の場合において、第四十五条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設ける

ときは、これに係る収容定員を明示するものとする。 
３ 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づ

き適正に管理するものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第４条（研究科等） 

⑨ 

第二十二条の四（研究科等の名称） 
 研究科及び専攻（以下「研究科等」という。）の名称は、研究科等として適当であるとともに、
当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第２条（目的） 
第４条（研究科等） 

   

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/daigakuin/wp/wp-content/uploads/2023/06/R6master_yoko.pdf
https://www.akibi.ac.jp/daigakuin/wp/wp-content/uploads/2023/06/R6doctor_yoko.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/teacher
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
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 ロ 教員組織に関すること （①大学）                       

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 教授会 

  本学は、学則第 15 条に基づき学部に教授会を設置してお

り、学部の専任の教授（必要に応じて准教授等の専任教員を

加えることができる。）をもって組織し、学長が「学部に所属する

学生の入学、卒業」、「学位の授与」、「教育研究に関する重要

な事項で教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定

めるもの」について決定を行うに当たり、意見を述べるものと定

められている。また、学長および学部長がつかさどる教育研究

に関する事項についても審議し、求めに応じて、意見を述べる

ことができる。教授会の運営等に関し必要な事項を秋田公立

美術大学学部教授会規程において定めている。 

 

２ 教員組織 

  教員組織については、大学設置基準に基づいた教員の配

置を基本とし、基本理念、教育目標、ディプロマ・ポリシー、カリ

キュラム・ポリシーの具現化に加え、絵画、彫刻、現代美術、工

芸、デザインなどのジャンルで専攻等を区分する既存の美術

系大学とは異なり、これらの分野を横断した「地域の文化資源

を根源とする芸術」の教育と「現代を表現する芸術」の教育の２

つの考え方に基づき、領域を横断した教育活動を実践してい

くため、必要な教員を配置するとともに、教員組織を整備して

いる。 

学部は、領域横断の考え方に基づき、アーツ＆ルーツ専

攻、ビジュアルアーツ専攻、ものづくりデザイン専攻、コミュニケ

ーションデザイン専攻、景観デザイン専攻の５つの専攻と美術

教育センターで構成している。その構成に応じて、専門領域の

異なる教員を各専攻と美術教育センターに配置している。 

 また、実技を伴う授業を補助するほか、学生への相談対応・

指導を行うため、学部に助手を 15 人配置し、円滑な教務運営

を図っている。 

※2022 年度 10 月１日に施行された大学設置基準の改正で

「専任教員」の概念が、「基幹教員」に改められたが、本学は 

経過措置を適用し、「基幹教員」への移行は行っていない。 

 

表１：学部の教員数（2024 年５月１日現在） 

区分 教授 准教授 講師 助教 合計 

合計 24 人 16 人 １人 ５人 46 人 

大学設置基準上、必要な教員の数 17 人 
 

表２：学部教員の年齢構成（2024 年５月１日現在） 

区分 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 合計 

人数 ０人 ２人 13 人 20 人 11 人 46 人 

 

公立大学法人秋田公立美術大学定款（以下「定款」とい

う。）第 19 条に基づき、本学の教育研究に関する重要事項を

審議するため、学長を議長として、副理事長、副学長、学部

長、大学院複合芸術研究科長および学長が指名する教員に

より組織される教育研究審議会を設置している。これにより、教

育研究に係る責任の所在が学長および教育研究審議会であ

ることが明確になっており、教育研究水準の維持向上および活

性化に向けて、学部と大学院が一体となった全学的な連携体

制を構築している。 

 

３ 教員の採用等 

教員の採用等については、公立大学法人秋田公立美術大

学教員の採用および昇任の手続に関する規程および公立大

学法人秋田公立美術大学教員選考基準を定めている。教員

の採用は公募を原則としており、教育研究審議会の議を経て

選考委員会を設置し、同委員会が書類選考・面接によって候

補者を推薦し、同審議会と理事会の議を経て決定する。昇任

についても、同様の手続を経て決定している。 

採用に当たっては、同委員会において書類審査と面接審査

を行い、教育上の指導能力と研究業績、人格、見識等を選考

基準に従って評価した上で候補者を決定している。面接審査

では、業績や志望動機などを確認するほか、自己ＰＲや質問

のやりとりを通じ積極性と協調性、見識や専任教員としての適

格性を確認している。また、2022 年度から面接審査の中で模

擬授業を実施し、授業力を見定めている。 

なお、ダイバーシティの推進に努めるため、教員の公募要項

には、多様な人材の採用を積極的に進めていることを明記して

いる。また、人格および見識ともに優れた人材を広く募集する

ため、教員の公募情報は大学のウェブサイトのほか、国立研究

開発法人科学技術振興機構の研究者人材データベース

（JREC－IN）やアートマネジメント総合サイト（ネット TAM）等に

掲載している。 

 

 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点  － 

改善を要する点  － 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第九十三条 
 大学に、教授会を置く。 
② 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

一 学生の入学、卒業及び課程の修了 
二 学位の授与 
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ
とが必要なものとして学長が定めるもの 

③ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の
長（以下この項において「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審
議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

④ 教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。 

・秋田公立美術大学学則 
 第 15条（教授会） 
・秋田公立美術大学学部教授

会規程 
 

 大学設置基準 

② 

第七条（教育研究実施組織等） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分
野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 
２ 省略 
３ 省略 
４ 省略 
５ 省略 
６ 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の

範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 
７ 大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な

教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育
に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、そ
の校地が隣接している場合は、この限りでない。 

・秋田公立美術大学学則 
 第 16条（委員会） 
・秋田公立美術大学教育研究

審議会規程 
・秋田公立美術大学教員選考

基準 
・秋田公立美術大学教員の採

用および昇任の手続きに関
する規程 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
教員組織、教員数並びに各教
員が有する学位および業績
に関すること 
 

 
※ 教員の職務・資格等については、学校教育法第九十二条、大学設置基準第十三条・第十四

条・第十五条・第十六条・第十七条を参照すること 

③ 

第八条（授業科目の担当） 
 大学は、各教育課程上主要と認める授業科目（以下「主要授業科目」という。）については原
則として基幹教員（教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員（助手を除く。）
であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの（専ら当該大学の教育研究
に従事するものに限る。）又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を
担当するものをいう。以下同じ。）に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教
員に担当させるものとする。 
２ 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させ

るものとする。 
３ 大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大
学が定める者（以下「指導補助者」という。）に補助させることができ、また、十分な教育効
果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基
づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。 

・カリキュラムマップ（主要授
業科目の実施状況） 

 
 
 
 
 
 
 
・公立大学法人秋田公立美術

大学ティーチングアシスタ
ントに関する規程 

・ティーチングアシスタント
ガイドと運用実績 

 

④ 

第十条（基幹教員数） 
 大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定
める基幹教員の数（共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を
一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規定により得られる
当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程
を設ける工学に関する学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数と
する。）と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上と
する。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
教員組織、教員数並びに各教
員が有する学位および業績に
関すること 
 

 

※ 基幹教員の数については、大学設置基準別表第一・別表第二を参照すること 

 
③及び④については、以下の省令により従前の例によることができる。 
大学設置基準等の一部を改正する省令（令和 4年 9月 30日文部科学省令第 34号） 
附則 第四条 
この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による
ことができる。 
一この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定 
（以下省略）   

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f22d30e8ea6d38044731bc54ef329d7b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f22d30e8ea6d38044731bc54ef329d7b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/85a0bc1388486a8496d190b87142a5f1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/85a0bc1388486a8496d190b87142a5f1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/cbe6d4bee0cefb854311596e3bc7159f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/cbe6d4bee0cefb854311596e3bc7159f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/11/08f46effd218d84d785bb0ed1858c12a-2.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/11/08f46effd218d84d785bb0ed1858c12a-2.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/11/08f46effd218d84d785bb0ed1858c12a-2.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
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 ロ 教員組織に関すること （②大学院）                      

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 教授会 

  本学は、大学院学則第６条に基づき大学院に研究科教授

会を設置しており、研究科の専任の教授（必要に応じて准教

授等の専任教員を加えることができる。）をもって組織し、学長

が「大学院に所属する学生の入学、修了」、「学位」、「教育研

究に関する重要な事項で研究科教授会の意見を聴くことが必

要なものとして学長が定めるもの」等について決定を行うに当

たり、意見を述べることができると定められている。また、学長

および研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について

審議し、求めに応じて、意見を述べることができる。研究科教

授会の運営等に関し必要な事項を秋田公立美術大学大学院

研究科教授会規程において定めている。 

 

２ 教員組織 

教員組織については、大学院設置基準に基づいた教員の

配置を基本とし、基本理念、教育目標、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシーの具現化に加え、現代芸術領域と地域に

おける課題を対象とする教育・研究を通じて、テクノロジー等を

活用した複合的芸術表現の探究、アート・マネジメントの手法

を用いた課題解決、ソーシャル・デザインによる雇用の創出・ま

ちづくり、さらには蓄積された現代芸術領域に関する研究成果

の発信など、自らの表現能力を探求し続けながら、現代芸術に

おける新領域の創造と、地域を深く捉えた課題の発見から課

題解決手法の提案・実践を通じて社会に貢献する人材を育成

するため、必要な教員を配置するとともに、教員組織を整備し

ている。また、学部との連携や学部から大学院までの９年間に

おいて一貫性・継続性のある教育を行う観点から、学部の教員

の多くが大学院の教員を兼務（兼担）している。 

 また、実技を伴う授業を補助するほか、学生への相談対応・

指導を行うため、大学院に助手を５人配置し、円滑な教務運営

を図っている。 

 

表１：大学院の教員数（2024 年５月１日現在） 

区分 教授 准教授 講師 助教 合計 

合計 24 人 14 人 ０人 ０人 38 人 

平成 11 年文部省告示第 175 号に基づき 

専攻ごとに置くものとする教員の数 
16 人 

※ 上記の 38 名は、全て学部を兼任している。 

 

表２：大学院教員の年齢構成（2024 年５月１日現在） 

区分 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 合計 

人数 ０人 ０人 ８人 19 人 11 人 38 人 

 

定款第 19 条に基づき、本学の教育研究に関する重要事項

を審議するため、学長を議長として、副理事長、副学長、学部

長、大学院複合芸術研究科長および学長が指名する教員に

より組織される教育研究審議会を設置している。これにより、教

育研究に係る責任の所在が学長および教育研究審議会であ

ることが明確になっており、教育研究水準の維持向上および活

性化に向けて、学部と大学院が一体となった全学的な連携体

制を構築している。 

 

３ 教員の採用等 

教員の採用等については、公立大学法人秋田公立美術大

学教員の採用および昇任の手続に関する規程および公立大

学法人秋田公立美術大学教員選考基準を定めている。教員

の採用は公募を原則としており、教育研究審議会の議を経て

選考委員会を設置し、同委員会が書類選考・面接によって候

補者を推薦し、同審議会と理事会の議を経て決定する。昇任

についても、同様の手続を経て決定している。 

採用に当たっては、同委員会において書類審査と面接審査

を行い、修士・博士課程における指導能力と研究業績、人格、

見識等を、選考基準に従って評価した上で候補者を決定して

いる。面接審査では、業績や志望動機などを確認するほか、

自己ＰＲや質問のやりとりを通じ積極性と協調性、見識や専任

教員としての適格性を確認している。また、2022 年度から面接

審査の中で模擬授業を実施し、授業力を見定めている。 

なお、ダイバーシティの推進に努めるため、教員の公募要項

には、多様な人材の採用を積極的に進めていることを明記して

いる。また、人格および見識ともに優れた人材を広く募集する

ため、教員の公募情報は大学のウェブサイトのほか、国立研究

開発法人科学技術振興機構の研究者人材データベース

（JREC－IN）やアートマネジメント総合サイト（ネット TAM）等に

掲載している。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点  － 

改善を要する点  ― 
  



 

15 
 

 

（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学院設置基準 

① 

第八条（教育研究実施組織等） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学
位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するも
のとする。 
２ 省略 
３ 省略 
４ 省略 
５ 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを

兼ねることができる。 
６ 第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科

における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。 
７ 大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定

の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。 
８ 大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要

な教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教
育に支障のないよう、原則として専属の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとす
る。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第６条（研究科教授会） 

・秋田公立美術大学研究科教
授会規程 

・秋田公立美術大学学則 
 第 16条（委員会） 
・秋田公立美術大学教育研究

審議会規程 
・秋田公立美術大学教員選考

基準 
・秋田公立美術大学教員の採

用および昇任の手続きに関
する規程 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
教員組織、教員数並びに各
教員が有する学位および業
績に関すること 

※ 教員の職務・資格等については、学校教育法第九十二条を参照すること 

② 

第九条（教育研究実施組織等） 
 大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻
ごと（工学を専攻する研究科以外の基本組織にあつては、当該研究科以外の基本組織、第三十
条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織にあつては当該研究科等連係課程実施
基本組織）に、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。 
一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関

し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者 
イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者 
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 
ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者 
ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

二 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関
し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者 
イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者 
ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者 
ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

２ 博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。）を担当す
る教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教
員のうち前項第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
教員組織、教員数並びに各教
員が有する学位および業績に
関すること 

・秋田公立美術大学複合芸術研
究科教員指導資格審査要綱 

 

※ 専攻ごとに置くものとする教員の数については、平成十一年文部省告示第百七十五号を参
照すること 

③ 

第九条の二（一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織） 
 研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専
攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数（以下「一定規模数」と
いう。）以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超え
る部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八
号）第十条に定める基幹教員の数に算入できない教員とする。 

非該当 

※ 一個の専攻当たりの入学定員の一定の数（「一定規模数」）については、平成十一年文部省告
示第百七十六号を参照すること   

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/405001b017327136e651b2f53e2ce9a3.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/405001b017327136e651b2f53e2ce9a3.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/85a0bc1388486a8496d190b87142a5f1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/85a0bc1388486a8496d190b87142a5f1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/cbe6d4bee0cefb854311596e3bc7159f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/cbe6d4bee0cefb854311596e3bc7159f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/11/08f46effd218d84d785bb0ed1858c12a-2.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/11/08f46effd218d84d785bb0ed1858c12a-2.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/11/08f46effd218d84d785bb0ed1858c12a-2.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/3-R60424.pdf
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 ハ 教育課程に関すること （①大学）                       

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 入学者選抜 

学士課程においては、アドミッション・ポリシーに基づき多様

な入試区分を設定し、一般選抜（前期日程および中期日程）、

学校推薦型選抜（推薦選抜ⅠおよびⅡ）、社会人特別選抜お

よび編入学試験を実施している。 

一般選抜の前期日程は、大学入学共通テスト２科目、実技

試験（鉛筆デッサン）および選択試験（着彩表現・色彩表現・立

体表現・小論文から１科目を選択）の総合点で合否を決定して

いる。中期日程は、大学入学共通テスト３科目と実技試験（鉛

筆デッサン）の総合点で合否を決定している。 

学校推薦型選抜は、大学入学共通テストを免除する推薦選

抜Ⅰ、同テストを課す推薦選抜Ⅱの２つの区分を設けている。

推薦選抜Ⅰは、一般推薦のほか居住地等が出願要件の一つ

となる特別推薦があり、いずれも実技試験（鉛筆デッサン）と面

接の総合点で合否を決定している。推薦選抜Ⅱは、大学入学

共通テスト５科目、小論文および面接の総合点で合否を決定

している。 

アドミッション・ポリシーに基づく適正な入試の実施に向け

て、入試委員会に入試検証ＷＧを設置し、入学者選抜方法の

分析や入学後の学生の成績の検証などを行い、効果的な入

試のあり方について不断の検討を行っている。 

入試問題は、入試委員会からの推薦を受けて、学長が問題

作成委員を委嘱し、当該委員が作成を行っている。入試問題

の管理は、入試委員会が鍵付きの保管庫で厳重に行っている

ほか、出題ミスを防ぐため、問題作成委員とは異なる複数の入

試委員会委員がチェックを行い、印刷時も同様のチェックを行

っている。 

入試区分ごとに学長を本部長とする入学試験実施本部を設

けているほか、実施要領や実施マニュアルの作成、教職員に

対する事前説明会の開催等、入学者選抜の公正かつ適切な

実施に向けた体制整備と運営を行っている。 

合格者は、入試委員会の審議を経て学長が決定しており、

入学の許可は、学則第26条第２項に基づき、学部教授会の意

見を聴いて学長が決定している。 

 

２ 教育課程の編成、授業等 

学士課程では、カリキュラム・ポリシーに基づき教育課程を

編成し、教養科目、キャリア教育科目および専門科目を体系

的に配置している。専門科目では、１、２年次に基礎技術を習

得しながら、必修科目の「現代芸術論」で分野を横断的に学び

「現代芸術演習」で多くの素材や技法を体験する。３年次から 

は、所属する専攻の演習を通して実践的な知識と技法を体系

的に学び、４年次に集大成として卒業研究を行う。また、資格

課程に関する科目として、教職課程科目、博物館学芸員課程

科目を配置している。 

全ての授業科目は必修科目、選択必修科目、選択科目お

よび自由選択科目に区分され、さらに専攻所属後の科目は専

攻必修科目と専攻選択必修科目に区分されている。履修年

次、単位数および履修条件などは科目ごとに定め、シラバスお

よび「履修の手引き」に明記している。 

カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーに基づくカリ

キュラムとシラバスの検証は、教務委員会によって行われ、変

更の際には教務委員会の議を経た後、教育研究審議会にお

いて審議し、決定している。授業期間は、前期・後期に各 15 週

の授業期間と１週の試験・補講期間を設けている。単位数につ

いては、学則第 32 条に基づき、講義・演習は 15 時間の授業

をもって１単位、実習・実技は 30 時間の授業をもって１単位と

定めている。 

なお、過度な履修を防ぎ効果的な学習が行えるように、秋田

公立美術大学履修規程（以下「履修規程」という。）第７条第２

項により、履修登録できる単位数の上限を設け 44 単位と定め

ている。さらに、３年次への進級および４年次の卒業研究の履

修については、履修規程第 15 条により、指定された単位数の

修得を要件としている。また、シラバスについては、Web 方式を

採用し、教員に入力方法を明示する等により記載項目等の統

一を図るよう取り組んでおり、入力内容を学生課で確認後、公

表している。 

 

３ 成績評価基準・卒業要件 

成績評価は、学則第 34 条および履修規程第 10 条で定め

ており、アセスメント・ポリシーも含めて「履修の手引き」に明記

している。授業科目ごとの評価方法は、シラバスに記載の上、

授業開始前のガイダンスでその詳細を説明しているほか、成

績評価に対する学生からの異議申立制度についても、ガイダ

ンスで説明し、「履修の手引き」にも明記している。 

卒業要件は、学則第 45 条に定めており、ディプロマ・ポリシ

ーとともに「履修の手引き」に明記している。卒業研究発表（講

評・審査会）を行い、各専攻による評価の視点や評価手法に基

づき成績評価を行っており、卒業認定は、卒業要件を満たす

学生について、学則第 45 条に基づき学長が学部教授会の意

見を聴いて卒業を認定し、学則第 46 条に基づき学士の学位

を授与している。 

自己評価結果  以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点  ― 

改善を要する点  ― 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第二条の二（入学者選抜） 
 入学者の選抜は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百六十五条の二
第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整
えて行うものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
第 25条（入学者の選考） 

・入試委員会規程 
・秋田公立美術大学ＨＰ 

入学者選抜要項 
一般選抜学生募集要項 
学校推薦型選抜学生募集要項 

※ 大学に入学できる者の資格については、学校教育法第九十条を参照すること 

② 

第十九条（教育課程の編成方針） 
 大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める
方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 
２ 教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するととも

に、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮し
なければならない。 

３ 大学に専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力
を有する教員を置く場合であつて、当該教員が一年につき六単位以上の授業科目を担当する
場合には、大学は、当該教員が教育課程の編成について責任を担うこととするよう努めるも
のとする。 

・秋田公立美術大学学則 
第 31条（授業科目） 
第 46条（学位） 

・秋田公立美術大学履修規程 
 ※同規程別表１～３ 
・履修の手引き（抜粋） 

３ 授業科目の区分（P1） 
４ 授業科目の種別（P2） 

・秋田公立美術大学学位規程 
・カリキュラムマップ 
・秋田公立美術大学ＨＰ 

シラバス 
・シラバスの各項目の入力方

法について 

※ 学位規程については、学位規則第十三条を参照すること 

③ 
第二十条（教育課程の編成方法） 
 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当し
て編成するものとする。 

・開設科目一覧 
 

④ 

第二十一条（単位） 
 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。 
２ 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする

内容をもつて構成することを標準とし、第二十五条第一項に規定する授業の方法に応じ、当
該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十
五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものと
する。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める
時間の授業をもつて一単位とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これ
らの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要
な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

・秋田公立美術大学学則 
第 32条（単位計算方法） 

・秋田公立美術大学履修規程 
 ※同規程別表１～３ 
・開設科目一覧 
・履修の手引き（抜粋） 
５ 授業方法等（P3） 
７ 単位制度と履修登録の
上限（ＣＡＰ制）（P4） 

９ 卒業要件（P5） 

⑤ 
第二十二条（一年間の授業時間） 
 一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
キャンパスカレンダー 

・秋田公立美術大学学務暦 

⑥ 
第二十三条（各授業科目の授業時間） 
 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その
他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

・履修の手引き（抜粋） 
７ 単位制度と履修登録の

上限（ＣＡＰ制）（P4） 

⑦ 

第二十五条（授業の方法） 
 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行
うものとする。 
２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度

に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
３ 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多

様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合につい
ても、同様とする。 

４ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属
施設以外の場所で行うことができる。 

・秋田公立美術大学学則 
第 31条の２（授業科目） 
第 32条（単位の計算方法） 

・秋田公立美術大学履修規程 
 ※同規程別表１～３ 
・履修の手引き（抜粋） 
５ 授業方法等（P3） 
 

⑧ 

第二十五条の二（成績評価基準等の明示等） 
 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示す
るものとする。 
２ 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保す

るため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切
に行うものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
第 33条（単位の授与） 
第 34条（成績の評価） 

・履修の手引き（抜粋） 
５ 授業方法等（P3） 
９ 卒業要件（P5） 
12 アセスメント・ポリシー
（P6） 

・成績評価に対する異議申し
立ての流れ 

※ 卒業の要件については、大学設置基準第三十二条、学校教育法施行規則第百四十七条を参照
すること 

⑨ 

第二十七条（単位の授与） 
 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の大学が定める適切な方法に
より学修の成果を評価して単位を与えるものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
第 33条（単位の授与） 
第 34条（成績の評価） 

・卒業研究シラバス 

⑩ 

第二十七条の二（履修科目の登録の上限） 
 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が
修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる
単位数の上限を定めるよう努めなければならない。 
２ 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生につい
ては、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

・秋田公立美術大学学則 
第 33条（単位の授与） 

・秋田公立美術大学履修規程 
・履修の手引き（抜粋） 
７ 単位制度と履修登録の
上限（ＣＡＰ制）（P4）    

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/03/7f5f2d7d30826b8d02a9f9a169620e3e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/07/R6yoko0731.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/10/R6yoko_ip.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/08/R6yoko_sui.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/04/rishukitei2023.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/04/rishukiteitables2023.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/604b4054213e622e3df70d600afd237c.pdf
https://portal01.akibi.ac.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusKensaku/UI/WSL_SyllabusKensaku.aspx
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/04/rishukitei2023.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/04/rishukiteitables2023.pdf
https://www.akibi.ac.jp/campus/calendar
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/04/rishukitei2023.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/04/rishukiteitables2023.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/04/rishukitei2023.pdf
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 ハ 教育課程に関すること （②大学院）                      

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 入学者選抜 

大学院複合芸術研究科の入学者選抜については、入試委

員会の下部組織として大学院教員からなる大学院入試実施部

会を置き、修士課程および博士課程のアドミッション・ ポリシー

に基づいて実施している。 

修士課程の入学者選抜は、一般推薦（出身大学の推薦書

を必要とする区分）、一般選抜第１期（11 月）および第２期（３

月）の計３回実施しており、一般推薦はオンラインによる面接の

み、一般選抜は第１期および第２期ともに書類審査による一次

選考の後、二次選考でオンラインによるグループディスカッショ

ンと面接を行っている。 

博士課程の入学者選抜は、一般選抜を１回（11 月）実施し

ており、書類審査による一次選考の後、二次選考でオンライン

による面接を行っている。 

入学者選抜の実施にあたっては、大学院入試実施部会を

中心に、大学院の担当教員が携わり、入試区分ごとに学長を

本部長とする入学試験実施本部を設けて体制の整備を行って

いるほか、実施要領や実施マニュアルを作成し、公正かつ適

切な運営を行っている。 

合格者は、大学院入試実施部会および入試委員会の審議

を経て学長が決定しており、入学の許可は、大学院学則第 14

条第２項に基づき、研究科教授会の意見を聴いて学長が決定

している。 

 

２ 教育課程の編成・指導の方法 

教育課程の編成は、カリキュラム・ポリシーに基づいて行っ

ている。修士課程の教育課程は、大学院が掲げる複合芸術の

対象領域をアート、デザイン、芸術学の３分野で捉え、複合芸

術科目、複合芸術実践科目、制作技術演習科目および特別

研究科目の４つの科目区分で構成し、理論と実践からなる効

果的なカリキュラムを編成している。修士課程では、複合芸術

の学びとして専門領域の異なる複数の教員と学生が主体的に

交流し、学生一人ひとりの研究の形を育むチームティーチング

の指導形式を採用している。 

博士課程は、研究基盤科目、研究展開科目および研究指

導科目の３つの科目区分で構成し、表現と理論双方からの研

究を通じて複合芸術の体系化を担う研究を展開している。 

単位数については、大学院学則第 19 条に基づき、授業の

方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な 

学修等を考慮して、講義・演習は 15 時間の授業をもって１単

位、実習・実技は 30 時間の授業をもって１単位と定めている。 

 

３ 成績評価基準・修了要件 

成績評価については、大学院学則第 21 条および秋田公立

美術大学大学院履修規程（以下「大学院履修規程」という。）

第７条で定めており、「履修の手引き」に記載し学生に周知して

いる。また、授業科目ごとの評価方法は、シラバスに記載の

上、入学時のガイダンスでその詳細を説明しているほか、成績

評価に対する学生からの異議申立制度についても、ガイダン

スで説明し、「履修の手引き」にも明記している。 

修士課程の修士論文、修了制作等の評価基準および博士

課程の博士論文等の評価基準については、学位審査基準とし

て「履修の手引き」に明記し、学生に配布して周知している。 

修了要件は、大学院学則第 36 条および第 37 条ならびに大

学院履修規程第 12 条で定めている。 

修士課程については、２年以上在学し、所定の授業科目を

修得し、および別に定めるところにより 32 単位以上の単位を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文(３万字

以上)又は修士制作および修士制作報告書（5,000 字以上）の

審査および試験に合格することとなっており、修了した者には

修士（美術）の学位を授与する。 

博士課程については、3 年以上在学し、所定の授業科目を

修得し、および別に定めることにより17単位以上の単位を修得

し、かつ必要な研究指導を受けた上で、博士論文（４万字以

上）および制作・活動（博士論文と同等程度の成果物又は複

合芸術としての活動記録）の審査および試験に合格することと

なっている。付帯条件として、査読付き論文 1 本以上と作品発

表又は複合芸術としての活動が必要である。博士論文等の提

出資格は、研究計画に基づき研究科教授会が認めた国内外

の展覧会やカンファレンス等において、審査を経て採用された

作品、プレゼンテーション等があることとなっており、予備申

請、予備審査会、本申請、博士論文の提出、中間報告会、口

頭試問、本審査会、公聴会の手順を経て厳格に実施される。

修了した者には博士（美術）の学位を授与する。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点  ― 

改善を要する点  ― 

  



 

19 
 

 

（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学院設置基準 

① 

第一条の三（入学者選抜） 
 入学者の選抜は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百六十五条の二
第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整
えて行うものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第 13条（入学者の選考） 

・入試委員会規程 
・秋田公立美術大学大学院入

試実施部会細則 
・秋田公立美術大学ＨＰ 

修士課程学生募集要項 
博士課程学生募集要項 

② 

第十一条（教育課程の編成方針） 
 大学院は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定め
る方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以
下「研究指導」という。）の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 
２ 教育課程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を

修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮
しなければならない。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第 18条（授業科目） 
第 19条（単位の計算方法） 
第 38条（学位記および学位） 

・秋田公立美術大学大学院履
修規程 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
大学院授業科目 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
シラバス 

・シラバスの各項目の入力方
法について 

※ 学位規程については、学位規則第十三条を参照すること 

③ 

第十二条（授業及び研究指導） 
 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。 
２ 大学院は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学

院が定める者に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合
は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、当該授業科目を担当する教員以外の教
員に授業の一部を分担させることができる。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第 22 条（授業および研究指
導） 

・大学院履修の手引き（抜粋） 
Ⅰ-２ カリキュラム・ポリ
シー（P2） 

Ⅰ-５ 授業方法等（P3） 
 Ⅰ-８ 修了要件（P5） 

Ⅱ-１学位審査基準等につい
て（P20） 

 Ⅱ_２ 修士課程学位審査日
程および修了要件につい
て（P24） 

 Ⅱ-３ 博士課程（論文）学位
審査日程および修了要件
について（P34） 

④ 

第十三条（研究指導） 
 研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。 
２ 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研

究指導（共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において
受けるもの及び国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する
大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。）を受けることを認めることが
できる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、
一年を超えないものとする。 

⑤ 

第十四条の二（成績評価基準等の明示等） 
 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指
導の計画をあらかじめ明示するものとする。 
２ 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及

び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準
にしたがつて適切に行うものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第 21条（成績の評価） 
第 36条（修士課程の修了） 
第 37条（博士課程の修了） 

・秋田公立美術大学大学院履
修規程 
第 12条（修了要件） 

・大学院履修の手引き（抜粋） 
Ⅰ-10 単位認定および成績
の評価、通知（P6） 

秋田公立美術大学大学院修
士課程における研究指導に
関する細則（P93） 
秋田公立美術大学大学院博
士課程における研究指導に
関する細則（P97） 

・成績評価に対する異議申し
立ての流れ 

※ 修士課程及び博士課程の修了要件については、大学院設置基準第十六条・第十七条、学位規
則第三条・第四条を参照すること 

※ 学位論文に係る評価にあたつての基準の公表については、学校教育法施行規則第 172 条の
2第 3項を参照すること 

⑥ 

第十五条（大学設置基準の準用） 
 大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、連携開
設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履
修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十七条
の三、第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第二十九条、第三十条第一項（同条第二項において準
用する場合を含む。）及び第四項、第三十条の二並びに第三十一条（第四項を除く。）の規定を準用する。この場合において、
同令第十九条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「大学院設置基準第十一条第一項」と、同項第二号中「第四十五条第三
項」とあるのは「大学院設置基準第三十三条第三項」と、同令第二十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、
同条第二項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当
該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の
実施に伴う特別措置法（昭和五十一年法律第七十二号）第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会
決議に基づき設立された国際連合大学（第三十五条第一項において「国際連合大学」という。）の教育課程における授業科目を」
と、同令第二十九条第一項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修」とあ
るのは「学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程（履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定
により大学院に入学することができる者であるものに限る。）における学修」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあ
るのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する前条第一項及び第二項」と、「六十単位」とあるのは「十五単位」
と、同令第三十条第一項中「第三十一条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用す
る第三十一条第一項及び第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用
する第一項（第二項において準用する場合を含む。）」と、「第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及
び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十五単位を超えないも
のとし、かつ、同令第十五条において読み替えて準用する第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び
前条第一項により当該大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて二十単位」と、同令第三十条の二中「修業年限」
とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と、同令第三十一条第二項中「特別の課程を履修する者」
とあるのは「特別の課程（履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者である
ものに限る。）を履修する者」と読み替えるものとする。 

・秋田公立美術大学大学院学則 
第 18条（授業科目） 
第 19条（単位の計算方法） 
第 22 条（授業および研究指

導） 
第 28 条（長期にわたる教育

課程の履修） 
・大学院履修の手引き（抜粋） 
Ⅰ-10 単位認定および成績
の評価、通知（P6） 

 

  

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/03/7f5f2d7d30826b8d02a9f9a169620e3e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/daigakuin/wp/wp-content/uploads/2023/06/R6master_yoko.pdf
https://www.akibi.ac.jp/daigakuin/wp/wp-content/uploads/2023/06/R6doctor_yoko.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/d46ea0b2e52f2bcd3d6206a99eee8763.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/d46ea0b2e52f2bcd3d6206a99eee8763.pdf
https://www.akibi.ac.jp/daigakuin/course-modules/
https://portal01.akibi.ac.jp/public/web/Syllabus/WebSyllabusKensaku/UI/WSL_SyllabusKensaku.aspx
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/d46ea0b2e52f2bcd3d6206a99eee8763.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/d46ea0b2e52f2bcd3d6206a99eee8763.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
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 ニ 施設及び設備に関すること                           

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 校地、校舎、施設、設備等 

本学のキャンパスは、大学設置基準により算出される必要な

面積と比較して十分な面積を有しており、校地が 47,059 ㎡（設

置基準 4,260 ㎡）、校舎が 16,915 ㎡（設置基準 4,997 ㎡）とな

っている。本学の校舎は、下表のとおりの施設を有しており、多

様な教育研究活動をはじめ、学生間・学生と教員等との交流

や休息が可能となっているほか、レーザーカッターや大判プリ

ンターといった美術大学特有の設備も完備している。実習室の

多くは、国の登録有形文化財である倉庫を活用しており、秋田

の歴史と文化が漂う空間で制作活動を行うことができる。大学

院棟は、安全確保に配慮した上で 24 時間稼働となっており、

各大学院生に入室用カードキーを配布し、研究活動に専念で

きる環境を整備している。大学敷地には門塀がないほか、ＪＲ

新屋駅から続く遊歩道と敷地内の通路とが直接つながってお

り、地域住民が日常的に学内を散策するなど、地域に開かれ

た大学となっている。 

また、学生や教員の教育研究成果である作品の学外展示、

制作およびイベントに利用できるスペースとして、秋田駅前の

商業ビル内にあるサテライトセンター、地元企業社屋内にある

BIYONG POINT、大学周辺の空き家を利活用したアラヤイチノ

と新屋 NINO を確保している。 

 さらに、車社会の秋田にある大学として、フィールドワーク等

の学外活動、作品の搬出入等を円滑に行うため、10 人乗りの

ワゴン車を２台所有し、教育研究活動の利便性を図っている。 

なお、多様化する学生ニーズに対応した創作活動スペース

のさらなる確保が課題であり、2023 年度から施設の一部を学

部１・２年生の同スペースとしたほか、共通工房化を含めて既

存の施設・設備のさらなる再配置を検討している。また、バリア

フリー化のため計画的に施設改修を行っており、2021 年度か

ら主要な施設に自動ドアを導入しているほか、2023 年度は附

属図書館のエレベーター設置工事の基本設計を行っている。 

 

２ 附属図書館 

 本学は、教育研究および学習に必要な学術情報を収集管理

し、教職員および学生の利用に供するとともに、教育研究の発

展に寄与することを目的とした附属図書館を設置しており、司

書資格を有する職員３名を配置している。 

当館の延床面積は 1,194 ㎡で、閲覧席 49 席（うち 41 席は

コンセント・照明付き）、視聴覚ブース 1 席を設けている。当館 

の特色の一つとして、デザインと機能性に優れたプロダクトに

実際に触れる機会を創出することを目的に、デザイナーズチェ

アのコレクションを閲覧席に設置している。館内全域に無線

LAN を整備したことにより、ノートパソコンを持ち込んでの学内

ネットワークおよびインターネットへの接続が可能であり、学習

環境の充実化を図っている。また、図書館の検索システム

（WebOPAC）は、学内外から当館が所蔵する資料の検索、予

約および利用照会を行うことができ、CiNii や NDL サーチなど

の各種詮索サイトとリンクした環境も整えられている。主に美術

および芸術史、人文系の文芸評論、哲学、歴史、古典、宗教、

言語学分野を対象とした洋雑誌アーカイブ JSTOR（Arts & 

Sciences Ⅴ＆Ⅷ）も学内限定で利用できる。 

他館との連携では、ILL（図書館間相互貸借制度）により、当

館に所蔵のない文献の貸借依頼および他の図書館等が所蔵

する文献の複写依頼に対応している。 

図書資料は、美術系を中心に収集しており、書架には教員

の著作や学生に推薦したい図書を展示するスペースを設け、

利用促進を図っている。2024 年 5 月現在、蔵書冊数は 60,861

冊（視聴覚資料含む。）、2023 年度の貸出冊数は 6,279 冊で

あり、ともに年々増加傾向にある。 

表：校舎の建物と主な用途 

建物 主な用途 

講義棟 

アトリウム棟 

講義室、コンピュータ室、絵画実習室、織

実習室、染色実習室、漆実習室、各種デザ

イン室、スタジオ、展示スペース 

実習棟 

アトリエももさだ 

創作工房棟 

制作室、塗装室、彫塑実習室、彫金実習

室、ガラス実習室、鋳金実習室、木工実習

室、市民ギャラリー、作品展示室、収蔵庫、 

多目的ホール（創作活動スペース） 

彫刻実習棟 木彫室、石彫室、造形室 

プレハブ棟 学生制作スペース、授業スペース、倉庫 

大学院棟 作業室、院生室、教員室、助手室、会議室 

研究棟 教員室 

管理棟 学長室、事務局、情報センター、大会議室 

附属図書館 閲覧室、書庫、会議室 

運動場 体育館、グラウンド、テニスコート 

厚生棟 食堂、売店、ラウンジ 

サークル棟 学生共用室、作品保管庫 
 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点 
商業ビル、地元企業社屋、空き家等を活用し、学生や教員の教育研究成果である作品の学外展示等に利

用できるスペースを確保している。 

改善を要する点 多様化する学生ニーズに対応した創作活動スペースのさらなる確保 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第三十四条（校地） 
 校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわし
い環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有する
ものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由によ

り所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有する
ことができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当
な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じ
ている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。 

３ 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものと
する。 
一 できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息その他に利用でき

るものであること。 
二 交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
キャンパスマップ 

・履修の手引き 
(Ⅲ大学の施設)  

・認証評価共通基礎データ 

※ 必要な校地の面積については、大学設置基準第三十七条を参照すること 

② 
第三十五条（運動場等） 
 大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のス
ポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。 

同上 

③ 

第三十六条（校舎） 
 大学は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医
務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。 
２ 教室は、学科又は課程に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と

数を備えるものとする。 
３ 研究室は、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるも

のとする。 
４ 夜間において授業を行う学部（以下「夜間学部」という。）を置く大学又は昼夜開講制を実
施する大学にあつては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支
障のないようにするものとする。 

同上 

※ 必要な校舎の面積及び設置する学部または学科ごとに必要な附属施設については、大学設
置基準第三十七条の二・第三十九条・別表第三を参照すること 

※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第十九条・第二十二条も参照すること 
※ 二以上の校地において教育研究を行う場合、大学設置基準第四十条の二、大学院設置基準第

二十二条の二を参照すること 

④ 

第三十八条（教育研究上必要な資料及び図書館） 
 大学は、教育研究を促進するため、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方
法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）により
提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料（次項において「教育研究上必要な資料」
という。）を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとす
る。 
２ 図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情

報の処理及び提供のシステムの整備その他の教育研究上必要な資料の利用を促進するために
必要な環境の整備に努めるとともに、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の大学の図書
館等との協力に努めるものとする。 

３ 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又
は事務職員等を置くものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
 第４条（附属図書館） 
・図書館運営規程 
・図書館利用規程 
・秋田公立美術大学ＨＰ 

キャンパスマップ 
・認証評価共通基礎データ 

※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第二十一条も参照すること 

⑤ 

第四十条（機械、器具等） 
 大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及
び標本を備えるものとする。 

・財産管理規程 
・秋田公立美術大学ＨＰ 

キャンパスマップ 
 ※ 大学院を置く場合、大学院設置基準第二十条も参照すること 

 
③については、以下の省令により従前の例によることができる。 
大学設置基準等の一部を改正する省令（令和 4年 9月 30日文部科学省令第 34号） 
附則 第四条 
この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による
ことができる。 
一この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定 
（以下省略）   

https://www.akibi.ac.jp/campus/map
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/353cae16f75dbdbb883e436e1bf14086.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/25fbcb53c2d2ae00c5e403e34accc019.pdf
https://www.akibi.ac.jp/campus/map
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/fe7ab8c03d15151d7eb6bc98c2d6b22e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/campus/map
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 ホ 事務組織に関すること                              

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 教育研究実施組織 

本学では、定款第 19 条により大学（大学院を含む。）の教育

研究に関する重要事項を審議するため、教育研究審議会を設

置している。 

教育研究審議会は、学長兼理事長、副理事長および副学

長、学部長、研究科長、学長が指名する教員で構成され、中

期目標について市長に申し述べる意見、中期計画、年度計

画、市長の許可・承認事項、自己点検・評価、基本方針等に

おいて教育研究に係るものや、教員の人事・評価、教育課程

の編成等教育研究の重要事項について審議を行う。 

また、教務委員会、入試委員会、広報委員会、学生生活委

員会等の学内委員会を設置し、教員および事務職員が構成

員となって相互に連携を図っている。 

さらに、学則第６条および秋田公立美術大学事務組織規程

第２条に基づき、大学の事務を遂行するために、総務課、学生

課および企画課で組織する事務局を設置しているほか、教育

研究に必要な環境を整備するため、国際交流センター、キャリ

アセンターおよび情報センターを設置している。 

 

２ 厚生補導の組織 

本学では、学生の厚生・補導、保健管理、課外活動、団体、

奨学金、その他学生生活に関することを審議する学内組織と

して、秋田公立美術大学学生生活委員会規程に基づき、教員

と事務職員を委員とする学生生活委員会を設置している。 

学生生活委員会では、毎年、卒業年次の学生を対象として

全学的に実施している学生満足度調査の学生生活に関する

調査結果や学生会からの要望等を検証し、クラス担任による面

談時期の早期化、親睦目的の新入生ワークショップの開催、

売店の充実など厚生・補導の充実に向けて取り組んでいる。 

また、第２期中期計画に基づき、多様化する学生ニーズに

迅速に対応するため、学生生活実態調査を実施し、奨学金制

度、学生相談室の充実等よりきめ細やかな支援を提供すること

ができる体制の整備を推進している。 

特に、学生のメンタルヘルスへの対策には力を入れており、

学生生活を送る上で、困ったことや悩みごとがあった時に、気

軽に相談できる学生相談室には、社会福祉士の資格を有する

キャンパスソーシャルワーカーが常駐し、学生生活全般に関し

ての相談に対しアドバイスを行っているほか、臨床心理士を２ 

人に増員し、専門的な見地からカウンセリング・アドバイスを行

っている。 

 

３ 社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うた

めの体制 

本学では、志望する進路に向けて適切な支援を行うことで、

学生のキャリア形成支援を促進し、本学の教育研究の成果を

広く社会に還元できる人材を育成することを目的に、学則第５

条および秋田公立美術大学キャリアセンター規程により、キャ

リアセンターを設置している。キャリアセンターは、学長の命を

受けて、教員の中から選考されたセンター長が運営することと

され、職員の事務長をはじめ教職員が一体となって、キャリア

教育、キャリアガイダンス、求人企業等の開拓、インターンシッ

プ、キャリアカウンセリング等に取り組んでいる。 

キャリアセンターでは、毎年実施する進路アンケートや３年

に一度実施する卒業生・就職先アンケート等の結果を踏まえ、

キャリア支援を企画し実施している。具体的には、就職関連情

報やポートフォリオ等に気軽に触れられるキャリアラウンジの設

置、就労・実務体験を通じて進路をより具体的にイメージするこ

とを目的とした「インターンシップ」の導入（１～３年次の選択科

目）のほか、SPI 対策、応募書類添削、面接対策、ポートフォリ

オの作り方などの実践的な個別指導、就職スタートアップガイ

ダンス、業界研究セミナー、個別・合同企業説明会など、入学

時から卒業に至るまで一貫したきめ細かな進路選択に関わる

支援・ガイダンス・セミナー等を実施している。 

また、芸術系大学である本学は、作家志望の学生も多いこと

から、キャリアデザインの授業で起業に関する講義や先輩作

家、若手実業家等による講義を開講しているほか、行政機関・

他大学と連携したスタートアップ・イノベーション関連のセミナ

ー等の積極的な周知に努めている。 

さらに、地元企業等（法人 146 団体、個人 24 人。2024 年５

月１日現在）からなる本学の支援組織「あきびネット」と連携し、

進路・就職等に関する情報交換会の開催、インターンシップの

受け入れ、学生作品の企業社屋への展示、「あきびネットファ

ンド」（奨学金制度）の運営等の支援を行っている。 

 

自己評価結果  以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価基準に適合していると考えられる。 

優れた点  － 

改善を要する点  － 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第七条（教育研究実施組織等） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分
野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。 
２ 大学は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該大学の教育研究活動等の運営が

組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働
や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。 

３ 大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等
の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとす
る。 

４ 大学は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、
大学運営に係る企画立案、当該大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報シス
テム並びに施設及び設備の整備その他の大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は
事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

５ 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、
社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培
うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとす
る。 

６ 省略 
７ 省略 

・公立大学法人秋田公立美術
大学定款 

・秋田公立美術大学学則 
・公立大学法人秋田公立美術

大学教育研究審議会規程 
・秋田公立美術大学専攻長等

選考規程 
・秋田公立美術大学教務委員

会規程 
・秋田公立美術大学入試委員

会規程 
・秋田公立美術大学広報委員

会規程 
・秋田公立美術大学学生生活

委員会規程 
・秋田公立美術大学社会連携

委員会規程 
・秋田公立美術大学施設設備

委員会規程 
・秋田公立美術大学展示・発表

委員会規程 
・公立大学法人秋田公立美術

大学事務組織規程 
・秋田公立美術大学国際交流

センター規程 
・秋田公立美術大学キャリア

センター規程 
・秋田公立美術大学情報セン

ター規程 
・公立大学法人秋田公立美術

大学管理運営組織図 
 

 大学院設置基準 

② 

第八条（教育研究実施組織等） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学
位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するも
のとする。 
２ 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び

事務職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に
留意するものとする。 

３ 大学院は、学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補
導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

４ 大学院は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、
大学院運営に係る企画立案、当該大学院以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報
システム並びに施設及び設備の整備その他の大学院運営に必要な業務を行うため、専属の教
員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。 

５ 省略 
６ 省略 
７ 省略 
８ 省略 

・秋田公立美術大学大学院学
則 

・秋田公立美術大学大学院研
究科委員会規程 

・秋田公立美術大学入試委員
会規程 

・秋田公立美術大学学生生活
委員会規程 

・秋田公立美術大学展示・発表
委員会規程 

・秋田公立美術大学大学院修
士課程における研究指導に
関する細則 

・秋田公立美術大学大学院博
士課程における研究指導に
関する細則 

   

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/a8c2ad6bbef1230d420a748936ba5b4e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/a8c2ad6bbef1230d420a748936ba5b4e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/85a0bc1388486a8496d190b87142a5f1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/85a0bc1388486a8496d190b87142a5f1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/e611bcead4ad1b9b09785ad214703b0b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/e611bcead4ad1b9b09785ad214703b0b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/03/8812d66117f953cc91468d303b78d3f7.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/03/8812d66117f953cc91468d303b78d3f7.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/03/7f5f2d7d30826b8d02a9f9a169620e3e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/03/7f5f2d7d30826b8d02a9f9a169620e3e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/901fa9a320c19fa35da99c215b72746b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/901fa9a320c19fa35da99c215b72746b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/9396ceb02ba53979c33b3ace32cbe399.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/9396ceb02ba53979c33b3ace32cbe399.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c2cb7e99447611b666154a8c0dad3a1b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c2cb7e99447611b666154a8c0dad3a1b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/1028452f04a1c202a676ae9d6914b030.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/1028452f04a1c202a676ae9d6914b030.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/88ac8883def1d4e449e48d532b1bdc6b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/88ac8883def1d4e449e48d532b1bdc6b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/f7cdb3d34988506404c19665180402ab-1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/f7cdb3d34988506404c19665180402ab-1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/6a094bd766296282de3531a88919547a.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/6a094bd766296282de3531a88919547a.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f20a911cb71a8282047bd2cf71c8a5d9.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f20a911cb71a8282047bd2cf71c8a5d9.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/6dc88835c8dd98dbffa9afe52bc6d5a4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/6dc88835c8dd98dbffa9afe52bc6d5a4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/05/296b36536c31ddd307036b82be757923-1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/05/296b36536c31ddd307036b82be757923-1.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2023/03/3a813c20331fb0467cce7e9bdf3ea43f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/4ce70d7e6dae70b4a0cea27fa9eda5f2.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/4ce70d7e6dae70b4a0cea27fa9eda5f2.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/03/7f5f2d7d30826b8d02a9f9a169620e3e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/03/7f5f2d7d30826b8d02a9f9a169620e3e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/9396ceb02ba53979c33b3ace32cbe399.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/9396ceb02ba53979c33b3ace32cbe399.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/88ac8883def1d4e449e48d532b1bdc6b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/88ac8883def1d4e449e48d532b1bdc6b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f4011acf42772366a5c45c7d65a40809.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f4011acf42772366a5c45c7d65a40809.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f4011acf42772366a5c45c7d65a40809.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/3b04b33fdcdf7b2cc7b637ed116962b4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/3b04b33fdcdf7b2cc7b637ed116962b4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/3b04b33fdcdf7b2cc7b637ed116962b4.pdf
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 ヘ 卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関すること  

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ ３つのポリシーの策定 

本学では、４つの基本理念に基づき学則および大学院学

則で目的を定め、この実現に向けて３つのポリシーを策定

している。 

多様な価値が共存し、刻々と変化する社会の中で、アー

ティストやデザイナーとしてグローバルに活躍するため

には、現代の芸術領域の多元性を理解することに加え、異

なるルーツを持つ相手や社会と、互いの価値を交換・共有

しながら、地域や社会のアイデンティティを創出する力が

必要とされている。本学のディプロマ・ポリシーは、美術

の社会的役割を捉え、新しい芸術表現の模索と発信を行

い、設立団体の秋田市が目指す「芸術文化の香り高いまち

づくり」を推進するために、大学の理念に基づく教育の成

果として、「従来の芸術を理解し、それを新しい芸術とし

て再創造できる能力」、「文化の多様性を受け容れ、芸術に

おいて異文化と共存できる能力」、「グローバルな視野に立

ち、国際的な舞台に挑戦できる能力」、「芸術の新しい知見

によって、地域社会の発展に貢献できる能力」を身に付け、

かつ所定の単位を習得した学生を卒業認定している。 

このディプロマ・ポリシーを踏まえ、本学では、次の４

つの方針により、カリキュラム・ポリシーを定めている。 

(1) 本学の教育課程は、「教養科目」、「専門科目」、「キャリ

ア教育科目」、「教職課程科目」および「博物館学芸員課

程科目」で構成する。教養科目では、グローバルな視野

や多元的な視点で物事を捉える力を養い、専門科目では、

芸術に関連する基礎的な理論と技術を横断的に学び、表

現の広がりや新たな発想へと繋げる事を目標とする。 

(2) １・２年次は、導入科目で基礎技術を修得し、「現代芸

術論」で分野を横断的に学ぶと同時に、「現代芸術演習」

で多くの素材や技法を体験する。さらに教養科目の歴史

と文化や、美術理論・美術史科目を学ぶ事で、グローバ

ル人材の育成に必要な文化の多様性や価値を学ぶ。 

(3) ２年次後期からは各専攻に所属し、専攻の演習を通し

てフィールドワークやグループワークを行い、地域の伝

統や文化を理解し、アート・デザイン等の専門知識を培

いながら、まちづくりや作品制作に活かす。さらに各専

攻の実践的・発展的な知識と技法を体系的に学び、４年

次後期は学習成果の集大成として卒業研究を行う。 

(4) 卒業後の社会人・職業人に求められる教養やスキルを

養うため、「キャリア教育科目」をおき、各学生のキャリ

ア形成へと繋げる。また、教員および博物館学芸員の育

成のため「教職課程科目」および「博物館学芸員課程科

目」をおく。 

アドミッション・ポリシーでは、４つの目的意識を持っ

た学生の受入を基本方針としており、また、入学前に習得

しておくべき基礎学力や実技能力を明示しているほか、４

つの選抜区分を設けて、それぞれの区分で求める人材像を

明確に定め、コミュニケーション能力、独創性、探求意欲

等に優れた個性豊かな学生を受け入れることとしている。 

３つのポリシーは、本学のウェブサイトで公表するとと

もに、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーは

在学生に配布している「履修の手引き」に、アドミッショ

ン・ポリシーは受験生に配布する「入学者選抜要項」等に

掲載し、広く周知に努めている。 

２ ３つのポリシーの一貫性等の確保 

2016 年３月 31 日付けで中央教育審議会大学分科会大学

教育部会から３つのポリシーの策定および運用に関する

ガイドラインが発出され、学校教育法施行規則第 165条の

２第２項に規定する２つのポリシーにアドミッション・ポ

リシーを加えた３つのポリシーについて、一貫性の確保が

求められていることを踏まえ、本学では、学長からの指示・

指名により、2018年度に学部長、研究科長、関係する委員

会の委員長等による「教学マネジメント会議」を開催し、

大学の理念の実現に向けて３つのポリシーに一貫性・整合

性・関連性が十分に確保されているか検証を行っている。 

この結果、学部のカリキュラム・ポリシーは、ディプロ

マ・ポリシーを踏まえて大学の理念を盛り込んだ表現とし

たほか、学部のディプロマ・ポリシーは、大学院との連携

を視野に「複合」のキーワードを挿入し、学部のアドミッ

ション・ポリシーに、受入の基本方針のほか入学前に修得

しておくことを期待する内容、入試選抜ごとに求める人材

像を追加した改定案を策定している。３つのポリシーは、

この改定案に基づき 2018 年度第８回教育研究審議会の審

議を経て改正され、2019年度から適用されている。 

３ ３つのポリシーの一貫性等に関する再点検 

本学では、前述のとおり、2018年度に３つのポリシーの

一貫性等の検証を行っており、これを踏まえて改正された

ポリシーの下で、地方独立行政法人法に基づく第２期中期

計画（計画期間：2019年度～2024年度）を迎えている。同

様のスパンで、2025年度からの第３期中期計画開始に向け

て、2024年度中に、改めて３つのポリシーの一貫性等に関

する再点検の実施を予定しており、各ポリシーに基づき実

務を行う教務委員会、入試委員会等の関係委員会も加わっ

た全学的なスキームにより実施することを検討している。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点  － 

改善を要する点  － 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法施行規則 

① 

第百六十五条の二 
 大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程（大学院にあつては、当該大学院、研究科又
は専攻）ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。 

一 卒業又は修了の認定に関する方針 
二 教育課程の編成及び実施に関する方針 
三 入学者の受入れに関する方針 

２ 前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確
保に特に意を用いなければならない。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
美術学部３つのポリシー 
修士課程学生募集要項 
博士課程学生募集要項 

 

  

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2018/11/3Policy_20181122v.pdf
https://www.akibi.ac.jp/daigakuin/wp/wp-content/uploads/2023/06/R6master_yoko.pdf
https://www.akibi.ac.jp/daigakuin/wp/wp-content/uploads/2023/06/R6doctor_yoko.pdf
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 ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること         

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 教育研究活動等の公表 

 本学では、学校教育法第 113条および学校教育法施行規則

第 172 条の２第１項の規定に基づき、教育研究活動等の状況

について、在学生、受験生、卒業生、地元企業、行政機関、他

大学その他のステークホルダーの利便性を考慮し、本学のウ

ェブサイトに設けてある情報公開のページにさらに専用ページ

「教育情報の公表（法定事項）」を設け、一括して公表してい

る。 

学校教育法施行規則第 172 条の２第３項の規定に基づく大

学院の学位論文に係る評価基準については、入学時のガイダ

ンスの際に配付する「履修の手引き」に記載するとともに、当該

手引きを本学ウェブサイトに掲載し公表している。 

教育職員免許法施行規則第22条の６に基づく教員養成の

状況に関する情報の公表については、本学ウェブサイトに情

報を掲載し公表している。また、在校生に対して、教員採用試

験の動向や教育実習の体験談などの情報を提供するため、教

育課程を所管する美術教育センターが「教職支援室だより」を

発行している。 

なお、上述のとおり、本学ウェブサイトには、情報公開のペ

ージが設けてあり、定款、学則、教授会・学内委員会、教育・研

究、学生生活、国際交流などの各種規程類、学部と大学院の

３つのポリシー、財務諸表や決算報告書など財務状況に関す

る資料、科研費などの外部資金や研究支援等を目的とした本

学独自の研究経費を使用した研究概要、大学・大学院の設置

認可申請書類等を掲載し、積極的に公表している。また、学校

教育法に基づく自己点検・評価結果および大学機関別認証

評価結果や、地方独立行政法人法に基づく年度計画等に対

する業務実績・評価結果、設立団体が設置した秋田市公立大

学法人評価委員会による評価結果についても、大学ウェブサ

イトに専用ページを設けて公表している。各教員の研究活動

等についても、紀要のほか、大学ウェブサイトの教員紹介ペー

ジに掲載している。 

 

２ 学生が修得すべき知識および能力に関する情報の公表 

本学における学部の授業科目は、教養科目、キャリア教育

科目、専門科目、教職課程科目および博物館学芸員課程によ

り構成されている。各授業科目の目的、位置付け、他の科目と

の関連性、資格取得に必要な習得単位数・科目・配当年次、

教育実習等のスケジュール等の情報を掲載した「履修の手引 

き」を作成し、入学時のガイダンスの際に配布しているほか、本

学ウェブサイトでも公表している。「履修の手引き」には、秋田

県内６大学が秋田県や県内経済団体等と連携して実施する独

自の認証制度「秋田おらほ学認証」の紹介と、認証取得に必

要な授業科目の情報も掲載されている。 

  

３ 情報公表体制の整備 

 本学では、秋田公立美術大学広報委員会規程に基づき広

報活動等を所管する広報委員会を設置しており、本学の特色

ある教育研究活動の積極的な発信や公開を戦略的かつ効果

的に展開するため、広報戦略基本方針を定め、これに基づき

教育、研究、社会貢献活動等の情報発信を行っている。 

主な情報媒体は、大学案内、学報、紀要、本学ウェブサイ

ト、本学公式のＳＮＳ（X、Facebook、Instagram、YouTube）のほ

か、本学の設立団体である秋田市発行の広報紙の情報掲載

コーナーや、包括的連携協定を締結している地元ケーブルテ

レビのテレビ番組がある。本学では、動画の撮影・編集を専門

とする教員が在籍するため、オープンキャンパスをオンライン

形式で開催した 2020 年度は、バーチャルキャンパスツアー等

の動画を制作し公開したほか、２０２２年度からはオープンキャ

ンパス等のライブ配信を行っており、本学の専門性を活かした

情報発信に努めている。 

 

４ 卒業・修了展等の一般公開 

本学では、例年２月に、秋田駅周辺の秋田県立美術館、秋

田市文化創造館、秋田市にぎわい交流館 AU 等を会場に、学

生における教育研究の集大成である卒業・修了制作の展覧会

を開催し、学生や大学関係者のみならず一般公開も行い、そ

の成果を広く公表している。また、学生や教員による専攻展、

学内選抜展、グループ展等も大学施設や学外施設を会場に

多数開催しており、学外施設を会場とする展覧会は一般公開

も行っている。 

このほか、2023 年７月には、開学 10 周年記念事業の一環と

して、約１か月にわたり、本学の教育研究を特徴付ける「領域

横断」「越境」の視点から、特に優れた学生、教員、卒業生等

の作品やプロジェクトを紹介し、10 年間の教育研究の成果を

地域の方々と共に振り返る展覧会を秋田市文化創造館で開催

している。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点  ― 

改善を要する点  ― 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第百十三条 
 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を
公表するものとする。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
 教育情報の公表 
 

 学校教育法施行規則 

② 

第百七十二条の二 
 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 

一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に
関すること 

二 教育研究上の基本組織に関すること 
三 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 
四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学
者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画（大学設置基準第十九条の
二第一項（大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。）、専門
職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学
設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により
当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目（次号において「連携開設科目」とい
う。）に係るものを含む。）に関すること 

六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む。）及び卒業又は修了の認
定に当たつての基準に関すること 

七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 
九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

２ 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育
法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求
められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力
の状況についての情報を公表するものとする。 

３ 大学院（専門職大学院を除く。）を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、大学院
設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たつての基準についての
情報を公表するものとする。 

４ 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び
能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。 

５ 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インタ
ーネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
 教育情報の公表 
・教育職員免許法施行規則第 22
条の６に基づき公表する教員
養成の状況 

・教育職員免許法施行規則第 22
条の８に基づく教職課程等の
状況に関する自己点検・評価結
果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
非該当 

 
 
 
・大学院履修の手引き（抜粋） 
 ８ 修了要件（P5） 
・大学院履修の手引き（抜粋） 
 Ⅱ学位審査基準等について 

２ 修士課程学位審査日程
および修了要件について
（P24） 

３ 博士課程（論文）学位審
査日程および修了要件に
ついて（P34） 

４ 博士課程（論文および制
作・活動）学位審査日程お
よび修了要件について
（P36） 

・秋田公立美術大学リポジトリ
運用規程 

・秋美リポジトリ 
・秋田公立美術大学研究紀要 
・秋田公立美術大学広報委員会

規程 
・大学案内 2025 
・秋田公立美術大学オープンキャ

ンパスサイト 
・自己点検評価 
・広報あきた 

   

https://www.akibi.ac.jp/about/information/disclosure
https://www.akibi.ac.jp/about/information/disclosure
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2-2
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2-2
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2-2
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2-2
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/e0da150fca641b6537477e045b6a5217.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/e0da150fca641b6537477e045b6a5217.pdf
https://akibi.repo.nii.ac.jp/search?page=1&size=20&sort=controlnumber&search_type=2&q=18
https://www.akibi.ac.jp/about/research
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/901fa9a320c19fa35da99c215b72746b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/901fa9a320c19fa35da99c215b72746b.pdf
https://www.akibi.ac.jp/user/request
https://www.akibi.ac.jp/user/open-campus
https://www.akibi.ac.jp/user/open-campus
https://www.akibi.ac.jp/about/self
https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/038/954/20230616p11-14.pdf
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 チ 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること       

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 自己点検・評価の実施 

本学では、学則において「本学は、教育研究水準の向上

を図り、本学の目的および社会的使命を達成するため、教

育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行い、

その結果を公表する。」と定めており、内部質保証を効果的

かつ組織的に実施するため、公立大学法人秋田公立美術大

学自己評価委員会規程に基づき同委員会を設置して、全学

的な自己点検・評価の実施に取り組んでいる。本学では、

定款に基づき理事長が学長を兼務すること、また、教育研

究水準の向上を図る最上位のスキームは、地方独立行政法

人法に基づく中期目標の達成に向けた中期計画・年度計画

の策定・履行および業務実績・評価による法人運営であり、

この確実な履行により大学運営の自己点検・評価の実施も

併せて達成可能なこと、加えて、法人運営と大学運営を効

率的かつ統合的に行う観点から、地方独立行政法人法に基

づく業務実績・評価と学校教育法に基づく自己点検・評価

を一体的に実施している。このため、業務実績・評価をは

じめ大学の教育研究に関する重要事項を審議するため法

人に設置する教育研究審議会は、学長（兼理事長）および

副理事長のほか、副学長、学部長、研究科長および学長が

指名する７人以内の教員で構成することとし、これによっ

て、同審議会において、大学運営の視点に基づく自己点検・

評価の実施をも可能としている。両者の一体的な実施に当

たっては、自己評価委員会からの指示に基づき、各学内委

員会等が所管業務について年度計画で定めた取組事項に

関する業務実績・評価案兼自己点検・評価案を作成し、自

己評価委員会がその報告を受けて妥当性・客観性・数値目

標の達成状況の審議を行い、必要に応じて記載の加除修正

や評価の見直しにより全学的な統制を取っている。自己評

価委員会の審議を経た当該案は、経営審議会、教育研究審

議会および理事会の議を経て確定し、その結果は、本学ウ

ェブサイトに掲載して公表している。 

 

２ 認証評価の受審 

学校教育法第 109 条に規定されている認証評価につい

て、本学では、2018年度に独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構による大学機関別認証評価を受審しており、当

機構が定める大学評価基準を満たしているとの適合認定

を受けている。 

なお、認証評価結果は、大学としての説明責任を果たす

ため本学ウェブサイトに掲載し公表している。 

 

３ 組織的な研修等 

 本学では、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図

るため、教育研究審議会の下部組織として、公立大学法人

秋田公立美術大学ＦＤ・ＳＤ委員会規程に基づきＦＤ・Ｓ

Ｄ委員会を設置しており、各種研修会等を実施している。

教職員および助手を対象に、教育水準の向上に努めること

を目的としたＦＤ研修会を毎年実施し、ダイバーシティの

推進、障がいのある学生への対応や支援など、本学の状況

や世情を踏まえた研修テーマを設定している。また、効果

的かつ効率的な指導方法等のノウハウを全学的に共有し、

教育の質の底上げを図るため、教員相互による授業参観や

授業研究会を実施している。 

このほか、他の学内委員会等による取組も実施されてお

り、研究不正防止推進委員会は、公正な研究活動の推進を

図ることを目的に研究倫理教育研修会を実施しているほ

か、適正な研究費の執行を図ることを目的にコンプライア

ンス研修も実施している。また、教員と助手に日本学術振

興会が提供する研究倫理 eラーニングコース（eLCoRE）を

２年に１回受講することを義務付けている。さらに、研究

不正防止推進委員会と社会連携委員会との共催により、芸

術分野に造詣が深い弁護士を講師に招き、著作権を中心と

した知的財産権や、研究・教育活動における生成系ＡＩと

の関わり方に関する研修会を開催している。 

事務職員については、公立大学協会をはじめとした学外

主催の研修会等に積極的に職員を派遣し、オンラインによ

る研修も活用し、大学職員として必要な知識の習得、資質

の向上に取り組んでいるほか、設立団体の秋田市が主催す

る各種研修会を事務職員が受講できる制度を整備してい

る。 

 

４ 学習成果の把握 

本学では、学習成果を把握するための取り組みとして、

毎学期末に、開講した全科目について学生を対象に授業ア

ンケートを実施しており、教員に結果をフィードバックす

るほか、基準以下の評価であった科目の教員に対して授業

改善計画書の提出を求めている。 

自己評価結果 以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点  ― 

改善を要する点  ― 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

学校教育法 

① 

第百九条 
 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大
学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項及び第五項において「教育研究等」
という。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 
② 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める
期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評価（以
下「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他
特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りで
ない。 

③ 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専
門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教
育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を
受けるものとする。ただし、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について認
証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学
大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。 

④ 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前二項の認証評価を行うため
に認証評価機関が定める基準をいう。以下この条及び次条において同じ。）に従つて行うものと
する。 

⑤ 第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況
（第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又
は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項にお
いて同じ。）が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。 

⑥ 大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定（次
項において「適合認定」という。）を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければなら
ない。 

⑦ 文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該
大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。 

・秋田公立美術大学学則 
第２条（自己評価等） 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
自己点検評価 

 学校教育法施行規則 

② 

第百五十二条 
 学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の
運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しな
ければならない。 

非該当 

③ 

第百五十八条 
 学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の
運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しな
ければならない。 

非該当 

④ 
第百六十六条 
 大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨
に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。 

・公立大学法人秋田公立美術
大学自己評価委員会規程 

 

 大学設置基準 

⑤ 

第十一条（組織的な研修等） 
 大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職

員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修（次
項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行うもの
とする。 

２ 大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容及び方法を改善するた
めの組織的な研修及び研究を行うものとする。 

３ 大学は、指導補助者（教員を除く。）に対し、必要な研修を行うものとする。 

・公立大学法人秋田公立美術
大学職員就業規則 
第 40条２項 

・公立大学法人秋田公立 美
術大学ＦＤ・ＳＤ委員会規
程 

・ＦＤ・ＳＤ活動実績一覧 
・ＴＡガイド 
 

 大学院設置基準 

⑥ 

第九条の三（組織的な研修等） 
 大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事

務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修
（次項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取組を行う
ものとする。 

２ 大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び
方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 

３ 大学院は、第十二条第二項の規定により授業科目について補助する者（教員を除く。）に対
し、必要な研修を行うものとする。 

同上 

 法令外の関係事項 

⑦ 

学習成果 
 学生の学習成果を適切に把握する取組みを行っているか。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
アセスメント・ポリシー 

・学生による授業アンケート
実施要項 

   

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/49653f24d6b889b46059041b7d8cb069.pdf
https://www.akibi.ac.jp/about/self
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/82b095750b05518d2d84426555bcab4f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2024/04/82b095750b05518d2d84426555bcab4f.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/e4c7d4ff9601f5d4bfb3bf79906acc17.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/e4c7d4ff9601f5d4bfb3bf79906acc17.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/20f2657ef10f5b24b05fd7e7ee5939c4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/20f2657ef10f5b24b05fd7e7ee5939c4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/20f2657ef10f5b24b05fd7e7ee5939c4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/assessmentpolicy2022.pdf
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 リ 財務に関すること                                 

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ 財務の状況 

過去３か年度における本法人の収支の状況は、表１のとおり

であり、経常収益は常に経常費用を上回っている。経常費用

のうち人件費の占める割合は、約66％前後となっており、過大

にならず安定的に推移している。 

収入の状況は、表２のとおりであり、収入の約75％前後を運

営費交付金が占めており、授業料・入学料等が約17％前 

後と続き、これらの割合も安定的に推移している。 

積立金の推移は、表３のとおりであり、教育研究の推進や学

生生活の充実を図るための施設設備、備品等の整備や中期

計画上の重点的取組事項に充当する目的積立金が安定的に

増加している。 

 
表１：収支の状況                        （単位:千円） 

区 分 2020年度 2021年度 2022年度 

経常収益 1,469,023 1,515,832 1,543,779 

経常費用 1,398,303 1,416,356 1,488,390 

うち人件費 
（割合） 

933,140 
(66.7％) 

938,605 
(66.3％) 

974,403 
(65.5％) 

経常利益 70,720 99,47６ 55,389 

当期純利益 86,452 113,230 78,403 

※損益計算書より 
 
表２：収入の状況                    (単位:千円) 

区 分 2020年度 2021年度 2022年度 

運営費交付金 
（割合） 

1,106,713 
(75.5％) 

1,167,297 
(76.7％) 

1,166,094 
(74.5％) 

授業料・入学料等 
（割合） 

257,605 
(17.6％) 

264,203 
(17.4％) 

269,426 
(17.2％) 

補助金 62,049 44,716 67,900 

目的積立金取崩 16,546 27,846 31,137 

受託研究等事業 19,046 17,338 26,973 

寄附金 3,037 900 2,911 

合 計 1,464,996 1,522,300 1,564,441 

※決算報告書より 
 
表３：積立金の推移                   (単位：千円） 

区 分 2020年度 2021年度 2022年度 

目的積立金 26,298 72,590 146,200 

前中期目標期間
繰越積立金 

63,374 56,960 43,540 

積立金 0 18,728 40,630 

合 計 89,672 148,278 230,370 

※貸借対照表より 

※積立金は、コロナ禍で中止となった事業の余剰金である。 

２ 教育研究費の確保 

本学では、開学 10 周年記念事業として、経済的理由により

修学が困難な学生の支援やグローバルに活躍できる学生の育

成など、教育研究環境の整備充実を図り、未来を志向し果敢

にチャレンジする新世代の育成・支援に取り組むフューチャ

ー・アーティスト基金を創設している。地元企業や卒業生など

から広く寄附金を受け入れ、表４のとおり、2024 年３月末現在

で 19,169,000 円を受け入れており、コロナ禍で望んでいたよう

な活動ができなかった学生への学外活動費の助成、奨学金給

付までの繋ぎ融資、留学等に要する渡航費の助成など教育研

究や学生生活への支援に取り組んでいる。 

教員・助手の研究費は、表５のとおり、全教員・助手に配分

する教育研究費のほか、科研費等の外部資金の獲得に向け

た萌芽的研究等の支援を目的として、審査結果に基づき配分

する競争的研究費を確保しており、配分を受けた者は、翌年

度の科研費等に申請することを義務付けている。 

また、現代芸術の新たな方向性の探究や芸術領域の創造、

未だ知られぬ価値・可能性を有する文化的資源の発掘などを

通じて、秋田から世界に向けた「美の情報発信」を掲げる芸術

表現企画事業費も確保している。 

※2022 年度の芸術表現企画事業費に採択された「秋田８ｍｍ

フィルム・アンソロジー」は、各家庭で忘れ去られていた８ｍ

ｍフィルムを昭和期の庶民の生活や風俗を活き活きと伝える

社会資産と再認識して、市民のニーズに応えられるアーカイ

ブズ構築に取り組んだ画期的な研究である。 

 
表４：フューチャー・アーティスト基金 

区 分 内 容 備 考 

募金受入額 19,169,000円 2021年12月～ 

募金件数 231件 企業113件、個人118件 

※2024年３月末現在 
 
表５：研究費の確保状況（2023年度実績） 

区 分 金 額 採択件数 備 考 

教育研究費 16,300千円 
全教員 
・助手 

配分額：教員300千円 
助手100千円 

競争的研究
費 

7,400千円 15件程度 
次年度の科研費等
の申請を義務付け 

芸術表現企
画事業費 

3,000千円 １件 
秋田から世界に向け
た「美の情報発信」 

合計 26,700千円 － － 
 

自己評価結果 以下の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価基準に適合していると考えられる。 

優れた点  ― 

改善を要する点  ― 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

大学設置基準 

① 

第四十条の三（教育研究環境の整備） 
 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究に
ふさわしい環境の整備に努めるものとする。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
財務諸表 
決算報告書 
監査報告書 

 大学院設置基準 

② 

第二十二条の三（教育研究環境の整備） 
 大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究
にふさわしい環境の整備に努めるものとする。 

同上 
 
 

   

https://www.akibi.ac.jp/about/information/finance#zaimusyohyo
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 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること    

（１）自己点検・評価の実施状況 
１ ＩＣＴ環境の整備 

 本学では、学則第５条の３に基づき、情報環境の整備および

運用を行うための組織として情報センターを設置している。学

生への連絡、授業に関する情報提供・共有の手段として、学内

ウェブメール（Ｄｅｅｐｍａｉｌ）およびポータルサイト（キャンパスプ

ランポータル）を整備しているほか、学内ウェブメールで学生お

よび教職員の全員にアカウントを付与しており、このアカウント

は、外部とのやり取りにも利用可能となっている。学内のネット

ワーク環境に関しては、2013 年度から全学において利用可能

なＷｉ-Ｆｉ環境を整備しており、各種情報の取得、作品制作、オ

ンラインによる講義の受講等に役立てている。2023 年度から

は、Ｇｏｏｇｌｅ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ ｆｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの全学的な利用を

開始しており、課題の提出や、情報の共有に活用している。ハ

ードウェアに関しては、Ｍ１チップ搭載 ｉＭａｃおよびプロユー

スに対応した複合機が利用可能なコンピューター室を４部屋

整備している。ｉＭａｃに関しては、Ａｄｏｂｅ ＣｒｅａｔｉｖｅＣｌｏｕｄで

利用可能な全てのソフトをインストールし、本学学生であれば

常時制作活動に活用可能な環境を整えている。 

 

２ 学生支援 

(1) 学習・生活・就職支援 

新入生オリエンテーション、在学生ガイダンス、専攻選択に

関するガイダンス、教職課程・博物館学芸員課程ガイダンス等

を実施し、履修方法、学生生活、研究活動、進路支援等につ

いて説明・指導を行っている。 

１・２年次は、各３クラス（１クラス約 35 人）に分け担任１人と副

担任２人を配置し、３・４年次は、各専攻所属の指導教員を配

置している。教員によるオフィス・アワーも設け、学生が相談し

やすい環境の整備に努めている。 

毎年、定期健康診断を実施しているほか、学校医を委嘱す

るとともに、保健室や相談室に看護師１人、社会福祉士１人、

臨床心理士２人（非常勤）を配置し、心身の健康保持等につい

ての相談に応じている。 

学生会へのヒアリングや４年生を対象とした学生満足度調査

等により多様化する学生ニーズの把握に努めている。 

 課外活動の支援については、サークル棟、体育館、テニスコ

ート、講義室、実習室、パソコン室、レストハウス、スタジオ、「ア

トリエももさだ」等の施設を提供し、サークルの顧問として専任

教員 1 人を配置し、学生の指導や施設利用許可等への対応 

に当たっているほか、大学の後援会が、サークル運営、学生会

活動、大学祭、課外作品展、資格取得、進路就職活動等への

助成を実施している。 

進路・就職については、2017 年４月にキャリアセンターを設

置し、学生のキャリア形成に向け、エントリーシート、面接、試

験対策、企業研究等の指導を行うほか、インターンシップ受入

先の開拓等のサポートを行っている。 

(2) 特別な支援 

心身に支障を来している学生の早期把握、個別支援等に努

め、授業日数の５分の１を欠席した学生について速やかに「授

業欠席学生連絡票」を作成し情報を共有しているほか、障が

いがあり特別な支援が必要な学生への合理的配慮、チュータ

ー等による外国人留学生への支援等の対策を講じている。 

個別相談・支援を通じて得た学修や学生生活に関するニー

ズ等は、保健室や相談室も含めた学生生活委員会等で集約

し、全学的な情報共有に努めている。 

ハラスメント対策については、ハラスメント防止等対策委員会

を設置し、公立大学法人秋田公立美術大学ハラスメントの防

止等に関する規程に基づき対応する体制を構築している。 

(3) 経済的支援 

本学では、修学に係る経済的負担を軽減するため、公立大

学法人秋田公立美術大学学生納付金規程等に基づき、学

部、大学院ともに授業料の減免、分割徴収および徴収猶予を

行っている。 

また、学習意欲の一層の向上も兼ねた経済的支援として、

秋田公立美術大学奨学金給付規程に基づき、本学独自の奨

学金を整備しており、前年度の成績優秀者（２・３年次生は３人

以内、４年次生は６人以内）を特待生として理事会で選考し、

奨学金 10 万円を給付しているほか、大学院に入学した者のう

ち、入学試験時の成績が優秀な学生３名に対し、奨励金 20 万

円を給付している。 

このほかにも、フューチャー・アーティスト基金の創設により

海外留学費助成、特待生制度、創作・課外活動等表彰、各種

プロジェクトツアー支援、生活支援金貸付、学生生活支援、

「大森山動物園」入園料無償化等の支援を実施している。さら

に、「美術館年間パスポート」の無償交付や、コロナ禍で苦しむ

学生へのクオカード等の給付、PC・就職活動グッズの貸出、学

内へのフードバンクコーナー設置等により経済的に困窮する

学生の活動支援を行っている。 

自己評価結果  以上の自己点検・評価の内容を踏まえ、当該評価事項に適合していると判断する。 

優れた点  ― 

改善を要する点  ― 
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（２）関係法令等に対応する関連資料 
番

号 

関係法令等 関連資料 

関係事項 

① 

ＩＣＴ環境の整備 
 教育研究上で必要なＩＣＴ環境が整備されている。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
 キャンパスマップ 
・秋田公立美術大学情報セン

ター規程 
 

② 

学生支援 
 学生の学習支援に対する体制が整備され、適切に支援が行われている。 

・秋田公立美術大学学生生活
委員会規程 

・秋田公立美術大学キャリア
センター規程 

・秋田公立美術大学国際交流
センター規程 

・公立大学法人秋田公立美術
大学ティーチングアシスタ
ントに関する規程 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
学生生活支援 

・秋田公立美術大学サークル
棟の使用および管理に関す
る規程 

・あきびネット 
 

③ 

学生支援 
 特別な支援を行うことが必要な学生への支援等が適切に行われている。 

・秋田公立美術大学ＨＰ 
学生生活支援 
ハラスメント相談 
障害を理由とする差別の解
消の推進に関する教職員対
応要領の公表 

・公立大学法人秋田公立美術
大学ハラスメントの防止等
に関する規程 

・公立大学法人秋田公立美術
大学ティーチングアシスタ
ントに関する規程 

 
 
 

④ 

学生支援 
 経済的な支援を行うことが必要な学生への支援等が適切に行われている。 

・公立大学法人秋田公立美術大
学学生納付金規程 

・秋田公立美術大学奨学金給付
規程 

・秋田公立美術大学学生の留学
等に関する規程 

・秋田公立美術大学日本学生支
援機構奨学金返還免除候補者
選考委員会規程 

・秋田公立美術大学フューチャ
ー・アーティスト基金規程 

・あきびネット 
 

⑤ 

設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた是正・改善 
 設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた大学の教育活動等の是正または改善に関する文部
科学大臣の意見に対して講じた措置を踏まえ、是正または改善に努めている。 

非該当 
 

 

https://www.akibi.ac.jp/campus/map
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/6dc88835c8dd98dbffa9afe52bc6d5a4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/6dc88835c8dd98dbffa9afe52bc6d5a4.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/9396ceb02ba53979c33b3ace32cbe399.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/9396ceb02ba53979c33b3ace32cbe399.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f20a911cb71a8282047bd2cf71c8a5d9.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f20a911cb71a8282047bd2cf71c8a5d9.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/6a094bd766296282de3531a88919547a.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/6a094bd766296282de3531a88919547a.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/campus/support
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/a221152eebf6dd52d3e96f9b24e935cd.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/a221152eebf6dd52d3e96f9b24e935cd.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/a221152eebf6dd52d3e96f9b24e935cd.pdf
https://www.akibi.ac.jp/about/university-support
https://www.akibi.ac.jp/campus/support
https://www.akibi.ac.jp/campus/har
https://www.akibi.ac.jp/about/information
https://www.akibi.ac.jp/about/information
https://www.akibi.ac.jp/about/information
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/d16fac3657311ee6b7075af8d77f541d.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/d16fac3657311ee6b7075af8d77f541d.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/d16fac3657311ee6b7075af8d77f541d.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/c95de22869e41ec8856cc130751b4f2e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/7e42ed575258d53a3212de1ed2e8d304.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/04/7e42ed575258d53a3212de1ed2e8d304.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/11/457ba256c89d47463e39652f05349dcf.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/11/457ba256c89d47463e39652f05349dcf.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/41f53ec99a59783b13c97589265a007e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/41f53ec99a59783b13c97589265a007e.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f5ba14e6079b2cf86e180e53b7d69aed.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f5ba14e6079b2cf86e180e53b7d69aed.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/f5ba14e6079b2cf86e180e53b7d69aed.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/04/20ab96bc155a0a9d9b3edd9055be53be.pdf
https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2021/04/20ab96bc155a0a9d9b3edd9055be53be.pdf
https://www.akibi.ac.jp/about/university-support
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Ⅱ「基準２ 教育研究の水準の向上」に関する点検評価資料 
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１）自己分析活動の状況 
本学では、教育研究水準の向上を図り、本学の目的およ

び社会的使命を達成するため、秋田公立美術大学自己評価

委員会を設置し、教育研究活動等の状況について自ら点検

および評価を行うこととしており、学長を当該委員会の委

員長として、効果的かつ組織的な内部質保証の実施に取り

組んでいる。本学における自己点検・評価は、地方独立行

政法人法に基づく年度計画の策定から業務実績・評価のス

キームを活用しており、自己評価委員会が中心となって、

年度計画の策定（Plan）、これに基づく事業の実施（Do）、

業務実績の評価（Check）、改善（Action）により、教育研

究活動等の状況把握から改善までのＰＤＣＡサイクルを

廻している。 

一方、本学の教育研究に関する重要事項を審議すること

を目的に、定款第 19条に基づき、学長を議長として、副理

事長、副学長、学部長、研究科長等で構成される教育研究

審議会を設置している。月に１度開催する本審議会では、

教員の公募・採用、入学試験、受託事業・研究の受け入れ

等のほか、以下の取組事例で紹介するアンケート調査に基

づく学修成果の把握・分析と改善措置、新カリキュラム原

案、学長プロジェクト研究費の配分等についても審議・報

告がなされ、各学内委員会等が実施する教育研究活動等の

個々の取組の質保証を図り、成果や課題等を学内で共有

し、関係委員会等との連携による効果的かつ効率的な改善

を促進する役割を担っている。 
このように、本学では、自己評価委員会が年度計画に基

づいて年度単位で全学的なＰＤＣＡの実施を推進すると

ともに、教育研究審議会が教育研究活動等における個々の

取組の効果の最大化と効率化を図ることで、教育研究水準

の向上に取り組んでいる。 
なお、当然ながら、各学内委員会等が、所管する教育研

究活動等について年度計画に基づき自らＰＤＣＡサイク

ルを廻し教育水準の向上に努めており、関係委員会等と連

携し、授業改善や学生生活支援などで成果を上げている。 

 

ここでは、本学の自己分析活動の具体例として、５事例

を紹介する。 
「ディプロマ・ポリシーに係る学修成果の把握と教育改

善の取組」は、学生課とキャリアセンターが個々に実施す

るアンケート調査の結果を活用し、教育研究審議会でこれ 
 

らを比較・分析し、本学のディプロマ・ポリシーの達成度

と課題を把握の上、改善に向けて基礎教育センター準備室

による新カリキュラム原案の作成や、国際交流センターに

よる助成事業の拡大等に取り組んでいる例である。 
「授業改善による教育の質向上への取組」は、ＦＤ・Ｓ

Ｄ委員会が、コロナ禍による遠隔授業の導入、本学の課題

である総合的基礎力の向上および見直しが必要であった

授業の内容・実施方法等の改善について、関係委員会等と

連携の上、取り組んでいる授業研究会のほか、全開講科目

に対する学生からの他者評価によって、教員の自発的な授

業内容の充実等を図り、一定以下の評価結果が示された場

合は教員に授業改善計画書の提出を課す授業アンケート

により授業改善に取り組んでいる例である。 
「アンケート調査に基づく教育改善の取組」は、各種ア

ンケート調査から、授業内容の改善のほか、学生ニーズに

応える学内施設・設備の利活用と整備、卒業生とその就職

先からの意見に基づくキャリア教育の充実について、教育

研究審議会で審議を行い取り組んでいる例のほか、学生の

生活実態を踏まえて総合的な学生支援に取り組むため、メ

ンタルヘルス支援、学生生活委員会の新設、ダイバーシテ

ィへの理解促進に取り組んでいる例である。 
「１・２年次の基礎教育の再編による総合的基礎力の向

上に向けた取組」は、本学が抱える課題の１つを総合的基

礎力の向上と分析し、基礎教育センターの開設、新たな基

礎教育プログラムの導入およびカリキュラム改正に向け

て、同センター準備室を設置の上、関係委員会と連携を図

り取りまとめたカリキュラム原案について、教育研究審議

会で審議を行い、また、本学の創作の基礎となるフィール

ドリサーチを取り入れた新たな授業科目を試行的に開設

するなど具体的な改革を進めている例である。 
「研究推進および外部資金獲得に向けた取組」は、第２

期中期計画の重点項目の実現に向けて、研究者の意欲喚起

と教育研究の活性化を図るため、教育研究審議会等の審査

を踏まえて学長プロジェクト研究費の配分を行っている

ほか、外部資金獲得に向けたサポートを行うため、企画課

が年度計画に基づくＰＤＣＡサイクルを不断に廻して、外

部専門機関による講師を招いた勉強会や研究計画書の添

削指導などサポート体制の拡充を図っている例である。 

 
 
２）自己分析活動の取組み（目次）※学習成果に関する分析の取組み等を 1つ以上記述します 
No. タイトル ページ数 

１ ディプロマ・ポリシーに係る学修成果の把握と教育改善の取組【学習成果】 37 

２ 授業改善による教育の質向上への取組 38 

３ アンケート調査に基づく教育改善の取組 39 

４ １・２年次の基礎教育の再編による総合的基礎力の向上に向けた取組 40 

５ 研究推進および外部資金獲得に向けた取組 41 
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３）自己分析活動の取組み 
タイトル

（No.1） 
ディプロマ・ポリシーに係る学修成果の把握と教育改善の取組 

分析の背景 

本学が提供するカリキュラム、学生支援、社会連携活動等の一連の教育研究活動によって、ディプロ
マ・ポリシー（以下「ＤＰ」という。）に定める４つの能力を学生が学修できているかを把握するため、
教育研究審議会の下、学部４年生、卒業生および卒業生の就職先の３者を対象にアンケート調査を実施
しており、その結果は全学で共有の上、関係する学内委員会等が連携し、教育改善に取り組んでいる。 

分析の内容 

１ ３者に対するアンケート調査 
本学では、開学以降初めての卒業生を輩出した 2016年度から、毎年、卒業前の学部４年生を対象に、

学生課が大学運営全般に関する学生満足度アンケートを実施しており、この中で、ＤＰに定める４つの
能力の学修度合に係る自己評価の調査項目を設けている。これに加えて、2019年度から３年に１度、卒
業後１～３年が経過した卒業生とその就職先を対象に、キャリアセンターが社会経験や卒業生の勤務状
況から本学の教育研究活動の成果を把握する卒業生・就職先アンケートを実施しており、この調査でも
同様の調査項目を設けている。これにより、学生・卒業生による自己評価のほか、就職先による客観的
な他者評価も加えて比較・分析の上、本学の教育研究活動における課題を把握する仕組みとなっている。 

２ ＤＰに定める４つの能力の学修度合 
2022年度の学生による自己評価では、ＤＰが定める４つの能力のうち①「従来の芸術を理解し、それ

を新しい芸術として再創造できる能力」、②「文化の多様性を受け入れ、芸術において異文化と共存でき
る能力」、③「芸術の新しい知見によって、地域社会の発展に貢献できる能力」について、「身に付いて
いる」と回答した学生が約 85％～90％となっている。これら３つの能力は、開学から間もない調査開始
時の 2016 年度は、50％台の結果もみられたものの、大学運営の安定化とともに数値が改善し現状に達
している。一方、卒業生の自己評価・就職先の他者評価では、①～③の能力が「身に付いている」と回
答した割合が約 68％となっており、学修成果は概ね現れていることが確認できるものの、学生の自己評
価との乖離がみられるため、社会人や作家として活躍し社会に貢献できる人材を輩出する観点から、こ
のギャップを解消すべく取り組んでいく必要がある。また、④「グローバルな視野に立ち、国際的な舞
台に挑戦できる能力」について、「身に付いている」と回答した学生が約 30％に止まっており、卒業生・
就職先アンケートでも同程度又はそれ以下の結果となっている。2020～2022年度はコロナ禍により人の
移動が著しく制限され、留学、語学研修、国際交流等に甚大な影響があり、学生の意欲低下も懸念され
た中、「グローバル人材の育成」を基本理念に掲げる本学において、この改善が重要課題となっている。 

表：ＤＰに定める能力が「身に付いている」と回答した割合 

区    分 
学生満足度アンケート 卒業生・就職先アンケート 

2016年度 2019年度 2022年度 卒業生 就職先 
①従来の芸術を理解し、それを新しい芸術として再創造できる 57.2％ 74.6％ 90.1％ 65.6％ 64.5％ 
②文化の多様性を受け入れ、芸術において異文化と共存できる 79.0％ 87.2％ 87.9％ 69.9％ 68.3％ 
③芸術の新しい知見によって、地域社会の発展に貢献できる 81.6％ 79.5％ 84.6％ 69.9％ 68.2％ 
④グローバルな視野に立ち、国際的な舞台に挑戦できる 29.0％ 35.9％ 29.7％ 15.1％ 36.7％ 
※本表の「卒業生・就職先アンケート」は、2022 年度に 2019～2021 年度の卒業生とその就職先を対象に実施 

３ ＤＰ④の能力の改善に関する現在の取組 
基礎教育センター準備室が、グローバル人材の育成において１・２年次に文化の多様性や価値を学ぶ

ことが重要との認識に基づき、2025年度から１年次を対象に必修科目の「基礎演習１～４」（前期）お
よび「基礎ゼミナール」（後期）を新規開講し、これらを学ぶことができる学修構造を整えたほか、現
在、グローバルな視野の獲得を目的に３年次を対象に開講している「異文化コミュニケーション論」の
導入科目として、２年次を対象とした同科目を新規開講し、これらによって、段階的かつ連続的な教育
課程を構築し、教育効果の最大化を図るカリキュラムを設計している。当該新カリキュラムは、2023年
度第８回および 2024年度第２回の教育研究審議会で審議の上、承認されており、引き続き、新カリキュ
ラム移行に向けた準備が進められている。また、国際交流センターが、国際交流締結校等との交流機会
の拡充をはじめ、2022年度から国際交流に対する学生の関心・意欲を引き出す国際交流プログラム支援
事業を実施している。そのほか、海外留学等に意欲のある学生を重点的に支援するとともに学生の意欲
喚起を図り、グローバル人材の育成をより一層推進するため、学生１人当たり 100万円を上限とする助
成事業を、2024年度から３か年度に渡り実施（１か年度３人まで）することとしている。 

これらの各取組に対する学生からの評価および効果については、今後も毎年度実施する学生満足度ア
ンケートや授業アンケートを踏まえて分析・検証を行い、ＤＰ④の能力に係る学修度合の改善状況に応
じて、取組内容の改善や新たな取り組みへと繋げ、不断の教育改善に取り組むこととしている。 

自己評価 

教育研究審議会の下、ＤＰが定める能力の学修度合について学生・卒業生・就職先の３者から把握し
比較・分析する本取組は、学生の主観的な認識だけでなく、社会で求められる水準に達する能力を学修
できているか客観的に把握することが可能となっており、本学が提供する一連の教育研究活動の成果を
把握し、これを踏まえて学内委員会等が連携して改善に繋げるスキームとして有効に機能している。 

関連資料 
学生満足度アンケート集計結果（2022年度）、卒業生・就職先アンケート結果の概要（2022年度）、グ

ローバル人材の育成強化等に向けた新カリキュラム原案に係る教育研究審議会資料、2025年度開設科目
一覧、フューチャー・アーティスト基金海外留学等助成事業実施要領 
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タイトル

（No.2） 
授業改善による教育の質向上への取組 

分析の背景 
ＦＤ・ＳＤ委員会が、授業改善の取組として、学内委員会と連携の上、タイムリーかつ優先度の高い

テーマで授業研究会を実施しているほか、満足度や理解度等に関する学生への授業アンケートを実施

し、教員への集計結果のフィードバックのほか、結果に応じて授業改善計画書の提出を求めている。 

分析の内容 

１ 学内委員会と連携した授業研究会による授業改善 

ＦＤ・ＳＤ委員会が、授業の方法や内容に関する教員の共通理解・情報共有・改善促進を図ることを

目的に、2017年度から複眼的視点による効果的な授業改善の取組として授業研究会を実施している。授

業研究会のテーマは、他の学内委員会と連携を図りながらタイムリーかつ優先度が高いものを選定して

おり、コロナ禍の始まりである 2020年度は、ＩＣＴを活用した遠隔授業の導入が余儀なくされる中、学

内に設置された遠隔授業検討ＷＧと連携し、ＩＣＴの操作方法に関する情報共有をはじめ、長所・短所

の洗い出しや、実習やフィールドワークが重要な美術大学における遠隔授業と対面授業の在り方に関す

る検討を行っている。2021年度は、学内で取りまとめた「将来構想検討ＷＧの提案【最終報告】」（2021

年１月）で、「基礎の力とは何か」について全学的に議論・検証を行い、新たに基礎教育センターを設置

して基礎教育の充実に取り組むことを掲げたことを端緒に、「美大における基礎教育のあり方」をテーマ

に、同センター準備室と活発な意見交換を行い理解促

進や共通認識を深め、基礎教育の充実に向けた礎とし

ている。2022年度は、授業内容・実施方法等について

改善の必要があった科目「現代芸術論」をテーマに、

教務委員会や基礎教育センター準備室と連携して検討

を行い、その結果を次年度のシラバス作成に反映して

いるほか、引き続き 2023年度も同テーマを選定し、さ

らなる授業改善に取り組んでいる。 

２ 授業アンケートの活用による授業改善 

ＦＤ・ＳＤ委員会が、学部・大学院の前・後期の全ての開講科目を対象に、学生に対する授業アンケ

ートを開学の 2013年度から実施している。この授業アンケートは、当初、５問だった授業に関する設問

数を 2021年度から 10問に増やして内容の充実を図っており、授業内容の有用性・理解度・満足度や自

由記述のほか、シラバスに沿った授業内容が提供されていたか、興味・関心を引く工夫や分かりやすい

教え方（教授法）がなされていたか、課題（レポートを含む。）の量・内容・難易度が適切だったか、不

適切な言動がなかったか、授業が定刻どおり行われたかなど、提供した授業を学生の視点から多面的に

点検するもので、これらの設問に学生が５段階評価（１～５点）

を付す方式となっている。各開講科目における授業アンケート

の集計結果は、担当教員にフィードバックし、学生からの他者

評価を把握することで、次年度に向けて自発的な授業改善や授

業内容等のさらなる充実に取り組む機会としている。加えて、

各開講科目の全設問の平均点が 3.5 未満の場合は、授業内容や

方法に関する改善が必要な授業と捉え、担当教員に授業改善計

画書の提出を求めており、その内容をＦＤ・ＳＤ委員会で確認

し、次年度の改善を担保している。これに該当する授業は、例

年、数科目の状況にあり、いずれも次年度の授業評価の平均点

が大きく向上していることから、当該取組によって確実に授業

改善が図られていることを確認している。 

なお、授業改善計画書のほか、アンケート全体の集計結果に

ついても、ＦＤ・ＳＤ委員会で共有し、新たな活用法や分析に

繋げる検討を行っている。 

表１：授業研究会のテーマ 

区 分 テーマ 

年 
 
度 

2020 
オンラインによる遠隔授業の成果と課題 
美術大学における遠隔授業と対面授業のあり方 

2021 
美大における基礎教育のあり方 
各専攻等の演習科目の向上 

2022 現代芸術論 ※情報共有・意見交換 

2023 現代芸術論 ※改善案の内容検証等 

表２：評価の平均点が 3.5未満の授業数 

区 分 2021年度 2022年度 2023年度 

学 部 0/255 5/257 1/271 

大学院 1/23 0/18 0/18 

 

表３：評価の平均点 3.5 未満の授業の改善状況 

区  分 次年度の改善状況 

2021年度大学院授業 3.33 → 4.17 

2022年度学部授業① 3.35 → 4.52 

〃  学部授業② 3.40 → 4.53 

〃  学部授業③ 2.80 → 5.00 

〃  学部授業④ 2.60 → 4.38 

〃  学部授業⑤ 2.50 → 4.16 

自己評価 
授業研究会は、社会状況や本学が抱える課題からテーマを選定し、単なる授業改善のみならず、学内

組織の連携により大学運営への即時的効果も見据えた取組であり、授業アンケートは、学習者本位の教

育を担保する不断の取組であることから、これらは教育の質向上に効果的に寄与している。 

関連資料 
授業研究会概要報告、将来構想検討ＷＧの提案【最終報告】、学生による授業アンケート実施要項・全体

集計結果（2023年度） 
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タイトル

（No.3） 
アンケート調査に基づく教育改善の取組 

分析の背景 
卒業年次の学部・大学院生を対象として、カリキュラムや学生支援体制等に関する学生満足度等アン

ケートを実施しているほか、学部・大学院の全学生を対象とした学生生活実態調査および本学卒業生と
その就職先を対象とした卒業生・就職先アンケートを実施し、教育内容等の改善に取り組んでいる。 

分析の内容 

１ 学生満足度等アンケート（毎年） 
本アンケートは、教務、学生生活、進路就職、国際交流、施設整備等の大学運営全般について、学生

課が主体となり、関係委員会と連携の上、毎年、質問項目を精査しながら、2016年度（第１期卒業生）
から実施している。高い回収率（2022年度学部 80.5％）の下、調査結果を各委員会で検証し、対応策を
教育研究審議会で審議の上、改善に努めている。主なアンケート結果と改善例は、次のとおりである。 
・「現代芸術論の位置付けが曖昧」という学生の声 
⇒次年度シラバス作成時期に合わせ全専攻長および基礎教育センター準備室長が一同に会し、授業内
容、成績評価方法、授業研究会等について情報共有・意見交換を行い授業改善に努めた（2021年度）。 

・「専攻に所属する前の学部１・２年生に作品制作を行う作業場所が少ない」という学生の声 
⇒基礎教育センター準備室が、校舎内の利用状況を踏まえて本件の改善に向け学内調整を進めた結

果、地域交流等に供していたスペースを、2023年７月から、学部１・２年次の作業場所としたほか、
施設設備委員会が、中長期的なキャンパスの改善計画の中で共通工房化を検討することとした。 

・「学内の Wi-Fi環境の整備が不十分」という学生の声 
⇒情報センターが、2023年度に電波強度の調査を実施し、アクセスポイントを増設し改善を図った。 

２ 学生生活実態調査（３年に１度） 
本調査は、多様化する学生ニーズに適切に対応し、きめ細やかで総合的な支援を提供するため、通学、

食事、睡眠、授業時間外の過ごし方、経済状況、悩み等の学生生活全般について、当時の学務委員会が、
2020年度から実施している（現在は学生生活委員会が所管）。第２期中期計画に新規の重点戦略項目とし
て総合的な支援体制の整備を明記した中で、調査結果を同委員会で研修し、主に次の取組を行っている。 
・メンタルヘルス支援の充実を図るため、キャンパスソーシャルワーカーを新たに配置（2019年度）し、
個別面談、自宅訪問、教職員への情報提供等を行っていることに加えて、学生相談に応じる臨床心理
士を２人体制に増員（2021年度）するとともに、臨床心理士による職員研修（2023年度）、臨床心理士
も含めた学生支援担当者会議を開催（2018年度から毎年度２回）した。 

・きめ細やかで総合的な支援に組織的に取り組むため、学生生活委員会を新設（2021年度）し、合理的
配慮が必要な学生への対応フローの作成や、学生相談の利用状況について情報共有を行った。 

・障がいの有無、文化的相違、セクシャル・マイノリティー等をはじめとするダイバーシティへの理解
促進を目的とした職員研修会を開催（2019年度から毎年度１回）した。 

３ 卒業生・就職先アンケート（３年に１度） 
本アンケートは、卒業生から本学の教育内容等について社会経験を踏まえた意見を調査するととも

に、その就職先から卒業生に係る評価や学生時代に身に付けておくべき能力等の意見を調査し、これら
を分析することによって、本学が社会から必要とされる人材を育成できているか検証するものであり、
キャリアセンターが、2019年度から実施している。直近の2022年度の調査結果を同センターで分析・検
証した結果、卒業生は、専門分野の知識や経験、考え抜く力が十分に身に付いたが、コミュニケーショ
ン力、チームで働く力（特に情況把握力、ストレスコントロール力）は身に付かなかったと感じており、
就職先でも、サークル、インターンシップ、産学連携プロジェクト等に取り組み、コミュニケーション
力を身に付けてほしいと感じていることが判明し、教育研究審議会で審議の上、次の取組を行っている。 
・自治体や地元企業等とのロゴマークの制作をはじめとする産学連携プロジェクトへの学生参加の推進 
・開学10周年を契機に設置した「フューチャー・アーティスト基金」を活用し、海外留学、美術作品の
鑑賞・研究、展覧会や国際的なワークショップ等への参加、卒業制作に向けたリサーチ等への助成 

・後援会、大学支援組織あきびネット等と連携し、サークル、学生会、インターンシップ等への助成 

４ 調査結果・対応状況の学内公表 
上記取組により、学生等の声に大学が向き合い成果を上げていることを学生が実感できるように、

2023年度から上記１と３について、ポータル配信により学生および教職員に学内公表を行っている。 

自己評価 

在校生、卒業生および卒業生の就職先と広くステークホルダーにアンケートを実施し、分析・検証す
ることにより、本学が抱える課題が明確になり、速やかに対応を検討の上、対策の実施と対応結果の公
表を行うことで、教育改善に加えて、学生との信頼関係の維持・構築にも繋がっている。なお、今後は
アンケートの実施主体間で連携しながら、改善に向けた取組みを検討していくこととしている。 

関連資料 
学生満足度アンケート集計結果（2022年度）、現代芸術論の改善状況、wi-fi環境の改善状況、学生生活
実態調査集計結果（2023年度）、卒業生・就職先アンケート結果の概要（2022年度）、産学連携プロジェ
クトへの学生参加の例 

https://www.artscenter-akita.jp/archives/33658
https://www.artscenter-akita.jp/archives/33658


 

40 
 

 

タイトル

（No.4） 
１・２年次の基礎教育の再編による総合的基礎力の向上に向けた取組 

分析の背景 

本学では、10 年後（2030 年）を見据えた大学のあり方についてまとめた「将来構想検討ＷＧの提案
【最終報告】」（2021年１月）をもとに、学生の総合的基礎力の向上と時代の変化に対応した教育体制を
構築するため、開学後 10年間の教育実績と課題を分析・検証の上、基礎教育全般を所管する基礎教育セ
ンターの開設、新たな基礎教育プログラムの導入およびカリキュラム改正に向けて準備を進めている。 

分析の内容 

１ １・２年次の基礎教育の充実 
本学では、2019 年度に、18 歳人口の減少をはじめとする環境の大きな変化が予想される将来におい

ても持続可能な大学運営の実現に取り組むよう学長から指示があったことを受けて、教育研究審議会に
報告の上、副学長を委員長とする将来構想検討ＷＧを設置し、本学が抱える課題を精査・検討の上、「将
来構想検討ＷＧの提案【最終報告】」（2021年１月）を策定し、その中の１つとして学生の総合的基礎力
の向上を提案している。本学は、総合入試を採用しており、学生は専門分野を選択せず入学し、入学後
の基礎教育と横断的学びを経て、３年次から５つの専攻のうち１つの専攻に所属するカリキュラムとし
ている。このため、専攻に所属してからの学びの期間は、実質的に２年間であり、専門的な技術の修得
には時間的限界があることから、１・２年次の演習・実習を充実させ、技術の向上に合わせた理論的知
識を習得させる必要性を指摘する声が教員から挙がっていた。このため、当該ＷＧは、本学にとっての
「基礎力」を定義した上で、１・２年次教育の見直し、学生の総合的基礎力の向上と専攻選択等に向け
たきめ細かな教育指導体制を構築し基礎教育全般を所管する基礎教育センターの設置、少人数ゼミナー
ルによる実習やフィールドワークの導入など特徴ある基礎教育プログラムの提供を提案している。当該
提案の実現に向け、2021年度に基礎教育の定義やカリキュラムの具体化の検討を担う組織として、教員
８名と学生課長により構成される基礎教育センター準備室を設置し、全教職員を対象にカリキュラムに
関するヒアリングの実施、教務委員会等の関係委員会との協議を通じて学生の基礎力や初年次教育のあ
り方について議論と検証を重ねながら、新たな基礎教育プログラム導入の検討、カリキュラムツリーの
見直しを行い、2024 年度の基礎教育センター開設、2025 年度のカリキュラム改正に向けて取り組んで
いる。検討の状況については、教育研究審議会への報告のほか、全教員を対象とした教員連絡会を通じ
て情報提供と意見集約を行うなど、全学的な体制で情報共有を図っている。カリキュラム・ポリシーに
基づく入学後の基礎教育からの段階的、連続的な学びの実現に向けて当該準備室が取りまとめた新カリ
キュラム原案は、2023年度の第８回教育研究審議会で審議の上、承認されており、その後もカリキュラ
ム改正に向けてさらなる検討を重ねた結果、2024年度第２回教育研究審議会で、１・２年次の導入科目
の再編により演習授業の基礎的な導入に当たる「基礎演習１～４」や、大学における専門性や様々な研
究内容に早期に触れる「基礎ゼミナール」の基礎教育プログラムを改正の根幹とする新カリキュラム案
が承認されている。 

２ 基礎演習の試行等 
 カリキュラム改正に先行し、2023年度には、１年次の既存の導入科目で、描写力や観察力を養う素描
表現演習１、塑造による立体を学ぶ塑造彫刻表現１と並ぶ新たな基礎科目として、本学の創作の基礎と
なるフィールドリサーチを取り入れた「基礎演習」を開設し、本学の初年次の学びに適した基礎教育プ
ログラムの実現に向けた授業科目を試行している。基礎演習の導入に当たり、他の科目との関連性を示
すことで履修促進と学習の相乗的効果を図るため、造形的基礎力の向上を目的とした既存の素描表現演
習１、塑造彫刻表現１と合わせ、３科目を一体で履修することが望ましいことを新入生ガイダンスで周
知するなどの工夫も行っている。基礎演習は選択科目であるものの、開講初年度の履修率は 94.3％と高
い水準となっており、履修学生から、フィールドワークから編集・分析・発表までの過程を経験するこ
とで新たな視点の発見につながった等の好評の声が寄せられている。一方、授業の実施方法等に改善す
べき点がないか検証を行ったところ、１日１時限の実施形態であったがために、学外等でのフィールド
ワークに時間的制約が生じ十分な活動が行えない場合がみられたことから、これを解消し、より質の高
い授業を展開するため、新カリキュラムでは１日２時限連続の実施形態とすることとした。 
また、１・２年次の学生の制作場所・交流の場がないといった状況も総合的基礎力向上を図る上での

課題と捉え、同年度から既存スペースをこれに転用して学生に開放するとともに、学生の使用を促進す
るため基礎演習の教室としても使用している。 
 上記のとおり、基礎教育センター準備室が主体となって、授業の内容や実施形態、担当教員等の運営
体制についてさらに分析・検証を行い、新たな基礎教育プログラムの導入およびカリキュラム改正と円
滑な移行に向けて検討を重ねていくこととしている。また、改正後のカリキュラムについても、開設予
定の基礎教育センターが、教育効果および課題の把握・分析を行い、その結果を学内に共有し、関係委
員会等と連携の上、さらなる改善を担うこととしている。 

自己評価 
基礎力や初年次教育のあり方に関する全学的な議論と、これを踏まえた新たな基礎教育プログラムの

試行等のほか、今後の基礎教育センターの開設、カリキュラム改正等は、教育の質の向上に寄与するも
のと考えている。 

関連資料 
将来構想検討ＷＧの提案【最終報告】、基礎教育センター設置準備室設置要綱、グローバル人材の育成強
化等に向けた新カリキュラム原案に係る教育研究審議会資料、2025年度開設科目一覧、カリキュラム・
ポリシー、2023年度基礎演習シラバス、基礎演習学生アンケート（2023年度）    
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タイトル

（No.5） 
研究推進および外部資金獲得に向けた取組 

分析の背景 

本学は、研究水準の向上に向けて、第２期中期計画（2019～2024年度）で「先鋭的・複合的な研究の

推進」と「外部資金の獲得」を重点項目に掲げ、計画期間中の数値目標を「科研費申請件数 60件以上、

科研費採択件数 18 件以上」と設定しており、この達成に向けて学長プロジェクト研究費を確保してい

るほか、企画課が外部資金獲得に向けたサポート体制の整備を行い取り組んでいる。 

分析の内容 

１ 学長プロジェクト研究費 
本学では、研究者の研究意欲の喚起および教育研究の活性化を図るとともに、芸術や文化、地域振興

等を目的とした研究活動を推進するため、毎年度、学長プロジェクト研究費（競争的研究費、芸術表現

企画事業費）を確保し配分している。このうち、競争的研究費は、採択件数 15 件程度、１件当たり 10

万円～100 万円を配分するもので、学長から諮問を受けた教育研究審議会が審査会を設置し、同審議会

の委員から選抜された委員が審査員を務め、同審議会への審査結果の報告を経て学長が配分を決定す

る。審査においては、外部資金の申請・獲得へのインセンティブが働くように外部資金の申請・採択実

績を加味するとともに、2022年度以降は、本研究費の採択を受けた研究者は年度内に外部資金に申請す

ることを応募要件に加え、目標達成と研究推進に努めている。なお、競争的研究費の申請の段階から、

科研費の獲得を意識した研究計画を立案するよう意識付けるため、当該申請書は科研費と同一の様式と

している。 

一方、芸術表現企画事業費は、採択件数１件で最大 300万円を配分するもので、現代芸術の新たな方

向性の探究や芸術領域の創造、未だ知られぬ価値・可能性を有する文化的資源の発掘等を通じ、秋田か

ら世界へ美の情報発信を行う社会貢献としての成果公開を目的としているため、社会連携委員会での審

査を経て学長が決定している。採択を受けた研究の中には、科研費等も獲得して進めているものもある。 

学長プロジェクト研究費の配分を受けた研究については、研究活動の活性化および質向上に資するた

めに、2020年度から学内報告会を毎年開催し、各研究活動の取組や成果、今後の展望等を全学で共有し

ているほか、本学のウェブサイトにも研究成果の概要を掲載している。 

２ 外部資金獲得に向けたサポート体制 
企画課が、外部資金獲得に向けた教員に対するサポートを所管しており、これまで、次のとおり、年

度計画に基づくＰＤＣＡサイクルを不断に廻し、科研費の獲得支援の拡充に取り組んでいる。 

科研費の獲得実績のある学内教員を講師に、研究計画調書の作成時に意識した実体験の共有、質疑応

答を行う学内勉強会を開学した 2013 年度から開催し、加えて、科研費に明るい他大学の教員を講師に

迎えたワークショップも別途開催していたほか、科研費を獲得した学内教員の同調書の閲覧制度を 2018

年度から運用している。しかし、採択件数が伸び悩んでいる状況から、学内外の経験に基づくノウハウ

共有だけでは十分な成果が得られないと分析し、新たな取組として、2021年度はより専門的なノウハウ

を学ぶため、外部専門機関から講師を招いて勉強会を開催したところ、有用な情報が得られたことを踏

まえて、外部専門機関による研究計画調書の添削指導も 2022 年度から導入し、サポート体制のさらな

る充実を図っている。当該添削指導では、研究計画が草案の段階から利用することが可能となっており、

回数無制限で、文章構成、概念図作成、レイアウト、キーワード選定、申請分野の選定等の研究計画全

般について、専門的かつ第三者的視点で個別・具体的な助言を得られる仕組みとなっている。過去２か

年度で計 24 件の研究がこれを受けており、このうち３件が科研費を獲得していることから、当該取組

の有用性を確認し、現在も継続している。 

表：過去５か年度の実績 

区分 項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 合計 

競争的 

研究費 

申 請 数 27件 33件 21件 14件 13件 108件 

採択件数 15件 16件 13件 14件 13件 71件 
外部専門機

関添削指導 
利用件数 － － － 12件 12件 24件 

科研費 

申 請 数 15件 16件 15件 25件 22件 93件 

採択件数 2件 1件 2件 2件 3件 10件 

採 択 率 13.3％ 6.3％ 13.3％ 8.0％ 13.6％ 10.8％ 

獲得金額合計 8,190千円 3,770千円 6,890千円 7,800千円 5,720千円 32,370千円   

自己評価 

科研費申請件数は、第２期中期計画で設定した数値目標を既に達成しており、研究者の研究意欲の喚

起および教育研究の活性化に一定の効果が現れている。一方、科研費採択件数は、増加傾向の兆しがあ

るものの、数値目標の達成が困難な状況にあることから、科研費獲得のインセンティブが働く仕組み作

りや、研究内容の発展・深化に向けた共同研究の勧奨などさらなる対策を検討していく必要がある。 

関連資料 
公立大学法人秋田公立美術大学研究費規程、秋田公立美術大学競争的研究費取扱要綱、秋田公立美術大

学芸術表現企画事業費取扱要綱、学長プロジェクト研究費の成果公開、外部専門機関による添削指導 
  

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2022/01/d8af6d9662c39e276124739988b1c3a8.pdf
https://www.akibi.ac.jp/about/information/gakutyoproject
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Ⅲ「基準３ 特色ある教育研究の進展」に関する点検評価資料 
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１）特色ある教育研究の状況 
本学は、2013年に北海道・東北地方では唯一の美術系の

公立大学として開学し、豊かな創造性とグローバルな視野

を持った人材の育成や学問自体の研究・発展に加えて、設

立団体である秋田市が目指す「芸術文化の香り高いまちづ

くり」を牽引する中核的存在として、シンクタンク機能を

果たすことが期待されており、これらの実現に向けて、次

の４つを基本理念に掲げている。 

１ 新しい芸術領域を創造し、挑戦する大学 

近代日本の芸術教育において、「日本画」「油画」「彫刻」

「工芸」「デザイン」「建築」等の区分が固定され、西洋近

代的なものと日本古来のものが並行的に同居している状

態を見直し、現代日本に合った価値観に再構成するととも

に、新しい芸術的価値を生み出し、発信することに積極的

に挑戦する。 

２ 秋田の伝統・文化をいかし発展させる大学 

「地方都市のアイデンティティを再発見し、新たな価値

観を創出する」というビジョンと、「地域の多元化そして深

化こそ豊かなグローバル文化を形成する」という理念に基

づき、地方主体の芸術創造、地方で創造された芸術の存在

感の向上、文化芸術政策・活動の人材養成を実現すること

を通して、芸術の「地方分権」を先駆ける。また、秋田が

歴史的に培ってきた伝統的な文化、生活様式、技術などを

掘り起こし、その芸術的価値を再評価し、現代の秋田にい

かすとともに、芸術・デザイン分野における新たな展開を

もたらす、いわば地域のルネッサンスを目指す。 

３ 秋田から世界へ発信するグローバル人材を育成する

大学 

再構成された芸術領域と地域の芸術・文化に対する深い

理解や、「世界」に触れる機会・交流を持つことを基盤とし

て、変化しつづける芸術表現の中で、アーティストあるい

はデザイナーとしてその潮流をリードするために必要な、

多様なルーツと出会い、価値の多様性を認め、共有できる

柔軟な思考を持ち、新しい表現を模索しながらグローバル

に活躍できる人材を育てる。また、大学自体も、豊かなグ

ローバル文化の形成を目指して、秋田に残る文化・芸術を

再評価し、現代に通じるものとして復興しながら、先鋭的

な芸術表現により世界に向けて新たな価値観を発信して

いく。 

 

４ まちづくりに貢献し、地域社会とともに歩む大学 

公立大学の責務として、教員全員が自らの専門領域に由

来する社会貢献事業を進めるとともに、県内外の大学、民

間企業、小・中・高の各学校、美術館等の社会教育機関と

の連携を積極的に図りながら、地域ブランドの開発や地場

産業の振興、芸術活動の展開などに力を発揮し、地域の活

性化に貢献できる人材を育てる。 

 

 ここでは、本学の基本理念の実現に向けた特色ある教育

研究の具体的な取組として、５事例を紹介する。 

「領域横断の教育システムの取組」は、学部から大学院

までの９年間を通じて、従来の美術・芸術の分野や素材・

技法の踏襲ではなく複数の芸術領域を横断し、芸術以外の

領域と複合させ、また、フィールドワーク等を通じて秋田

の伝統・文化に触れ、新しい芸術領域の創造に挑戦する人

材育成の取組である（基本理念１・２）。 

「美術大学の専門性を活かした社会貢献事業の取組」

は、各教員が有する美術・工芸・デザインの多様な専門性

の活用により、自治体や地元企業が抱える地域課題の解決

に貢献するとともに、学生を積極的に参加させることで地

域社会に貢献できる人材育成の取組である（基本理念４）。 

「グローバル人材の育成に向けた国際交流等の取組」

は、多様な価値観や異なる文化に触れる機会を創出するた

め、国際交流協定締結校の拡充、作品や国際的ワークショ

ップでの交流、短期から長期までの留学等への経済支援、

学生の意欲喚起を図る国際交流プログラム支援事業の取

組である（基本理念３）。 

「学生の出展機会の創出と出展に関する支援の取組」

は、在学中から積極的に制作・出展・発信の経験を積ませ

るため、学外展示スペースの確保、インストールに必要な

知識と経験の教授、創作意欲等の喚起を図る奨励金、支援

団体による経済的支援の取組である（基本理念１・４）。 

「東北・北海道で唯一の国公立美術系大学における教員

養成等の取組」は、中学校・高等学校における美術教員の

養成機関として、段階的かつ連続的な本学独自の自習科目

の設定と手厚い指導体制の整備のほか、全国の美術系教員

の指導力向上に寄与する取組である（基本理念４）。 

 
 
２）特色ある教育研究の取組み（目次） 
No. タイトル ページ数 

１ 領域横断の教育システムの取組 45 

２ 美術大学の専門性を活かした社会貢献事業の取組 46 

３ グローバル人材の育成に向けた国際交流等の取組 47 

４ 学生の出展機会の創出と出展に関する支援の取組 48 

５ 東北・北海道で唯一の国公立美術系大学における教員養成等の取組 49 
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３）特色ある教育研究の取組み 
タイトル

（No.1） 
領域横断の教育システムの取組 

取組の概要 

従来の美術・芸術の素材や技法による分類を踏襲することなく、また、秋田をはじめとする地域の伝

統的な文化・生活様式・技術などを掘り起こして再評価し、これらによって新しい芸術的価値を生み出

し、発信することを基本理念に掲げる本学は、領域を横断する学部構成とカリキュラムを採用し、大学

院では、他の芸術領域や芸術とは異なる情報技術等の領域と表現手法を複合させ、芸術の力で社会に改

革と変化をもたらすことを目標に「複合芸術」の確立に取り組んでいる。 

取組の成果 

本学は、絵画、彫刻、現代美術、工芸、デザイン等のジャンルで専攻等を区分する従来の美術系大学

とは異なり、これら旧来の分野を再編し、現代社会の要請に応答した新しい分類を５つの専攻として開

学時から作り上げている。 

地域の歴史・環境・伝統を人類学や民俗学の視点で調査し、そこで得られたテーマを現代芸術の手法

で表現する「アーツ＆ルーツ専攻」。同様の地域資源を建築、都市計画、町づくりなどの視点で捉える「景

観デザイン専攻」。伝統的な技法も含めた工芸技術とそれらをプロデュースする能力をプロダクト・デザ

インの手法で融合させる「ものづくりデザイン専攻」がある。これらの専攻に所属する学生は、秋田と

いう地域から観光や地場産業を超えた地域の魅力をユニークな視点で抽出し、市民や行政に提案し、実

践し、秋田県北部に位置する上小阿仁村が現代アート・音楽・伝統芸能を軸に里山の魅力を発信する「か

みこあにプロジェクト」（2012年度～）など県内の幾つかの重要なムーブメントにも参加している。 

一方で、グローバルな視野の醸成や、現代の諸問題に対応する表現、そして、今や最も国際競争力の

ある文化コンテンツとしてのサブカルチャーに対する答えを有する２つの専攻がある。現代社会を生き

る際に表れる諸問題をテーマに、技法に捕らわれない表現を実験的に試みるのが「ビジュアルアーツ専

攻」である。また、グラフィック・デザインをベースに情報デザイン、ゲーム、漫画といったジャンル

を担うのが「コミュニケーションデザイン専攻」である。これらの専攻に所属する学生は、課題先進県

の身近な社会問題から国際問題まで、秋田という地域から透視した独自の視点を持ち、「ドンパン娘シン

ボルキャラクター・ロゴ制作・活用業務」（2022年度～）など表現の成果を上げている。 

学生は、１、２年次に、分野の枠にとらわれずより多くの素材・技法に関する基礎的な知識や技術を

総合的・俯瞰的に学んだ後、２年次後期に学びたい分野や進むべき方向性を絞り込むため、２専攻以上

の授業を選択し、各専攻の考え方に基づいた入門制作を行う。その上で、３、４年次は２年次後期に選

択した演習に係る専攻のうち１つの専攻に所属し、より高度な知識と技術を身に付けていく。  

2019年度に設置した大学院複合芸術研究科では、学部の領域横断による教育をさらに深化させ、単な

る表現や理論、素材や方法の「合成」ではなく、自身の領域外を常に意識しながら分野を跨

いだ専門性に学び、自己を変容させながら育んだ思想を再び自身の領域に再帰させ、その専

門性を豊かに拡張させるという創造的な道のりを歩む。入試において異なる専門領域から学

生を集め、初年次前期の「複合芸術演習」では、「セッション」と呼ばれる異種混合の有益性

を探る機会をくり返し実施し、後期には「複合芸術実習」として企業や NPO など大学外の組

織をカウンターパートとして選び出し、相互に実利が生まれる創造的な協働を探るなど、本

学独自のプログラムを導入している。 

また、学部から大学院までの９年間の教育システムにおける連続した学びの実践機会として、2022年

度から学部に「複合芸術基礎演習」を新たに開講し、「複合芸術」の国内外の先行事例の学習やフィール

ドワーク、他の受講学生との協働プロジェクトによる制作に取り組むなど、学部と修士課程の接続を見

据えたカリキュラムや指導体制の充実に取り組んでいる。 

このような教育環境のもと、学生達は互いに刺激し合いながら、固定観念にとらわれず、本学の理念

の筆頭に掲げられている「新しい芸術領域の創造」に日々挑戦しており、その集大成である卒業・修了

作品展では、従来の分野や技法から「越境」し、同じ専攻内であっても１人ひとりが違うテーマや発想

で制作した個性的かつ多様性に富んだ作品が発表され、在学生にとって良い刺激となっているほか、卒

業生や県内外の企業等からも高い評価を受けており、県内各メディアの協賛を得て特別賞が授与されて

いる。 

自己評価 

本学が輩出した卒業生・修了生の中から、作家として活動し、全国的に有名な展覧会や国際的なコン

ペティションでの入賞者等が出てきており、本学の領域横断や複合芸術による教育の成果が少しずつ結

実してきている。また、本学の特色である領域横断的な素養が不可欠なアート・マネジメント分野（ア

ート・コーディネーターやインディペンデント・キュレーター）などの人材も徐々に輩出している。 

関連資料 

かみこあにプロジェクト、ドンパン娘シンボルキャラクター・ロゴ制作・活用業務、Nob Yoshigahara 

Puzzle Design Competition 2018 で入賞、VOCA展 2023で VOCA賞受賞、国際ガラス展・金沢 2022で大

賞受賞、世界を変える 30歳未満「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023」に選出、六甲ミーツ・アート芸術

散歩 2023 beyond公募大賞でグランプリ受賞、アート・マネジメント等を担う卒業生 

https://www.artscenter-akita.jp/archives/889
https://www.artscenter-akita.jp/archives/33658
https://www.akibi.ac.jp/interview/23688.html
https://www.akibi.ac.jp/interview/23688.html
https://www.akibi.ac.jp/news/42533.html
https://www.akibi.ac.jp/news/41634.html
https://www.akibi.ac.jp/news/41634.html
https://www.akibi.ac.jp/news/45565.html
https://www.akibi.ac.jp/news/45593.html
https://www.akibi.ac.jp/news/45593.html
https://www.artscenter-akita.jp/staff/staff-40869
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タイトル

（No.2） 
美術大学の専門性を活かした社会貢献事業の取組 

取組の概要 

「まちづくりに貢献し、地域社会とともに歩む大学」を基本理念の１つに掲げる本学は、自治体や企

業等から寄せられる地域ブランドの開発や地場産業の振興等の地域課題に対して、本学の専門性を活か

した解決に向けシンクタンク的役割を担っており、社会連携委員会を設置して、社会貢献事業に取り組

んでいる。また、学内組織を発展的に改組してＮＰＯ法人アーツセンターあきたを設立しており、当該

法人は、本学の設立団体である秋田市が目指す「芸術文化の香り高いまちづくり」を支援して地域全体

の活性化を図るとともに、本学の社会貢献事業の一翼を担っている。 

取組の成果 

１ 地域課題の解決に向けた主な取組（実績：2021年度 15件、2022年度 16件、2023年度 14件） 

(1) にかほ市・秋田公立美術大学協働プロジェクト「ジオカルチャー研究プロジェクト」（2022年度～） 

新なた地域資源の発掘を目的とした 2021 年度の受託研究「にかほ市リサ

ーチ 2021」を発展させ、「ジオカルチャー・ツーリズム」というビジョンを

掲げて、本学の３つの専攻の教員・助手・学生が独自のフィールドワークを

行い、新たな野外アクティビティとフィールドの創出（ビジュアルアーツ専

攻）、考古学・歴史学・民俗学の視点による特異な地域行事の調査（アール

＆ルーツ専攻）および注目されてこなかった地域資源の再評価（景観デザイ

ン専攻）を行い、鳥海山麓での新たな価値の旅を見出そうとする研究 

(2) 能代北高跡地利活用可能性検討業務（2021年度～2023年度） 

能代市の中心市街地活性化の核として期待される旧秋田県立能代北高等

学校の跡地の利活用について、2020年度に実施した歴史的背景・周辺環境・

ヒアリング等の基礎調査を踏まえて、「住民たちが主体となって思考し続け

ること」を主題に、高校生から一般の方まで幅広い年代の市民と創造的な意

見交換を行うワークショップを重ね、そこで提案されたアイデアを教員が専

門的視点による技術的検証を繰り返し、５つのプロジェクトに集約の上、住

民参加型の実証実験を行いながら、その可能性を検討していく事業 

(3) 男鹿線ＡＣＣＵＭラッピングトレイン（2019年度、2020年度） 

ＪＲ東日本の男鹿線沿線の魅力向上と発信のため車両ラッピングを行う

もので、2019年度は「卒業メモリアルトレイン」と題して、教員と学生がデ

ザインを行ったほか、全国から募集した旅立ちに向けたメッセージを記載し

た中吊り、駅舎への黒板アートの設置も行い、2020 年度は東北デスティネ

ーションキャンペーンの特別企画として「BLOOMING TRAIN OGA」と題し、

「花」「自然・絶景」をテーマに沿線で咲く花をイメージした教員によるデ

ザインと、男鹿市の小学生が制作したあじさいの絵の車内掲示を行った事業 

(4) ドンパン娘シンボルキャラクター・ロゴ制作・活用業務（2022年度～） 

大仙市の貴重な文化・観光資源である「ドンパン祭」等をより効果的にＰ

Ｒするとともに、若年層の郷土愛の醸成と地域文化の理解促進や地域産業の

振興を図るため、2022 年度は教員と学生が踊り体験や踊り子へのヒアリン

グを行い、これを踏まえて地域事業者等が自由に使用可能なロゴとキャラク

ターや使用マニュアルを制作し、2023年度はこれを活用した紙うちわ、手ぬ

ぐい、キーホルダー、シール等の商品デザイン等を行う事業 

２ ＮＰＯ法人アーツセンターあきたの設立（2018年２月） 

本学では、設立団体の秋田市が目指す「芸術文化の香り高いまちづくり」を機動的に支援し、産学官

をつなぐことで産業の創出等をはじめとした地域全体の活性化に寄与することを目的に、学内組織であ

った社会貢献センターを発展的に改組してＮＰＯ法人アーツセンターあきた（以下「ＡＣＡ」という。）

を設立した。ＡＣＡは、本学教員が理事長を務め、本学における社会貢献事業の一翼を担うハブ機能と

してだけでなく、多様な文化活動と出会いの場を提供するために秋田市が設置した秋田市文化創造館の

指定管理（2021年３月～）や、同市からの委託を受けて文化創造プロジェクト「200年をたがやす」「Ｐ

ＡＲＫ－いきるとつくるのにわ」等も実施している。 

自己評価 

 本学の第２期中期計画（６か年度）で、自治体等から寄せられる地域課題の解決に向けた取組の目標

値について計 60件以上と設定している中、５か年度で既に 78件の実績があるほか、ＡＣＡによる事業

実績を踏まえると、基本理念に則った社会貢献が果たせていると考えられる。また、地域課題の解決に

向けた取組は、教員の指導の下、学生も積極的に参加させることで、人材育成の場にもなっている。 

関連資料 
ジオカルチャー研究プロジェクト、能代北高跡地利活用可能性検討業務、男鹿線ＡＣＣＵＭラッピング

トレイン、ドンパン娘シンボルキャラクター・ロゴ制作・活用業務、社会貢献事業に対するアンケート

結果、ＮＰＯ法人アーツセンターあきた   

BLOOMING TRAIN OGA 

住民向けタブロイド紙 

ワークショップの様子 

ロゴとキャラクター 

https://www.artscenter-akita.jp/archives/32540
https://www.artscenter-akita.jp/archives/44576
https://www.artscenter-akita.jp/archives/21874
https://www.artscenter-akita.jp/archives/21874
https://www.artscenter-akita.jp/archives/33658
https://www.artscenter-akita.jp/
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タイトル

（No.3） 
グローバル人材の育成に向けた国際交流等の取組 

取組の概要 

「秋田から世界へ発信するグローバル人材を育成する大学」を基本理念の１つに掲げる本学は、留学、

や国際交流等に意欲ある学生を支援するため、2017年度に国際交流センターを設置し、海外４大学と国

際交流協定を締結して学生交流や相互の教員派遣を行っているほか、留学等助成金支給事業、教員の国

際的活動の活性化により学生の意欲・関心を引き出す国際交流プログラム支援事業等を展開している。 

取組の成果 

１ 国際交流協定締結校等との交流事業の推進 
本学は、意欲ある学生が多様な価値観や異なる文化に触れる機会を創出するため、下表のとおり、国

際交流協定を締結している台南應用科技大学（台湾。2017年締結）、リンショピン大学（スウェーデン。

2018年締結）、バンドン工科大学（インドネシア。2019年締結）および UNTAGスラバヤ大学（左同。2023

年締結）のほか、海外経験豊かな教員のネットワークを通じた海外大学と、特別講義、ワークショップ、

作品交流等による国際交流を展開している。また、海外渡航が困難となったコロナ禍でも対面による国

際交流の機会を確保するため、2021年度から外国人留学生の割合が高い近隣の国際教養大学と連携し、

吹きガラス、華道、蒔絵など両大学の特徴や専門性を活かした体験イベントを毎年度２回実施しており、

制作・体験を通じた国際交流の機会として両大学の学生から好評のため現在も継続している。 
表１：過去３か年度の主な交流実績 

区分 交流大学 交流内容 学生の交流実績 

2021 
年度 

リンショピン オンラインによる学生の作品交流 本学 2人、他学 3人 

国際教養 学生交流事業「AUA×AIU吹きガラス体験」 本学 11人、他学 6人 

シヴ・ナダール(インド) 共同ワークショップ ※協定なし 本学 2人、他学 10人 

国際教養 学生交流事業「炭焼きワークショップ」 本学 6人、他学 1人 

2022 
年度 

国際教養 学生交流事業「AUA×AIU吹きガラス体験」 本学 14人、他学 6人 

リンショピン 教員・学生の来学、教員派遣によるワークショップ 本学 16人、他学 8人 

国際教養 学生交流事業「AUA×AIU華道体験」 本学 4人、他学 8人 

ラジャマンガラ工科(タイ) オンラインによる学生の作品交流 ※協定なし 本学 11人、他学 64人 

2023 
年度 

国際教養 学生交流事業「AUA×AIU蒔絵体験」 本学 8人、他学 6人 

国際教養 学生交流事業「AUA×AIU華道体験」 本学 6人、他学 7人 

バンドン工科 教員派遣によるフィールドワーク 本学 3人、他学 20人 

２ 留学等助成金支給事業による経済的支援 

学生の経済的負担を軽減し海外での活動を促進するため、2017年度から海外大

学等への短期留学、アートプロジェクト・ワークショップへの参加等を行う学生

を対象に、渡航費等を最大 10 万円助成している。これまで、助成の対象経費の

見直しや制度の拡充に取り組んでおり、コロナ禍では、オンライン留学プログラ

ムへの参加費も助成対象に加えるなど柔軟かつきめ細やかな対応に努めている。

なお、コロナ禍で一時、実績が低下したが、現在は回復傾向にある。 

また、意欲の高い学生を重点的に支援しグローバル人材の育成をより一層推進

するため、開学 10周年を契機に設置した基金を活用し、中長期（１か月～１年間）の海外留学等に対す

る経済的支援を行うフューチャー・アーティスト基金海外留学等助成事業を開始し、学生１人当たり 100

万円を上限に、2024年度から１か年度につき３人まで、３か年度継続して助成を行うこととしている。 

３ 学生の意欲・関心を引き出す国際交流プログラム支援事業 

教員が学生のグローバル化などに資する交流プログラムを企画し、これを助成することで、学生の興

味・関心を引き出し、国際交流の機会を創出することを目的に、2022年度から国際交流プログラム支援

事業を実施している。教員が海外で行うワークショップ等に学生が参加し、又は海外から教員を招聘す

るもので、海外留学等はハードルが高い、単身での渡航や語学力に不安がある学生を支援する事業とし

て高評価を得ており、２か年度で計３件のプログラムを実施し、計 24人の学生が参加している。 
表３：国際交流プログラム支援事業の実績 

区分 交流先 プログラムの主な内容 参加学生 

2022年度 
UNTAGスラバヤ大学 国際アーバンスタディーズ・ワークショップへの参加(7日間) 3人 

ゲントベルギー王立アカデミー 海外で活躍する現代美術アーティストを招へいし交流 12人 

2023年度 UNTAGスラバヤ大学 国際アーバンスタディーズ・ワークショップへの参加(10日間) 9人   

表２：助成実績 

区 分 助成実績 

2019年度 18人 

2020年度 2人 

2021年度 1人 

2022年度 12人 

2023年度 12人 

合 計 45人 

自己評価 
協定締結校の拡充やワークショップ等の多様な国際交流の機会を提供するとともに、経済的支援の拡

充や学生の意欲・関心を引き出す支援事業も行っているほか、現在、海外の大学との交換留学や単位互

換の導入も進めており、グローバル人材の育成に向けたスキームの充実に取り組んでいる。 

関連資料 
国際交流基本方針、留学等助成金支給要領、留学等助成金募集要項、フューチャー・アーティスト基金

海外留学等助成事業実施要領、国際交流プログラム支援事業実施要領、国際交流（本学ウェブサイト）、 

参加学生からの報告書   

https://www.akibi.ac.jp/about/international
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タイトル

（No.4） 
学生の出展機会の創出と出展に関する支援の取組 

取組の概要 

新しい芸術領域を生み出し、積極的に発信するとともに、芸術活動の展開に力を発揮し、地域の活性
化に貢献できる人材の育成を基本理念に掲げる本学は、企画課が中心となり、支援企業等と連携の上、
学生の出展機会を創出するため、学内に加えて学外にも展示・制作スペースを確保しているほか、展示・
発表委員会と助手等が、インストール（作品展示、会場設営等）に係る知識の習得と実践経験を積むプ
ログラムも提供している。また、大学で設置した基金を活用して、制作活動の活性化を目的とした奨励
金給付制度を実施しているほか、本学の支援組織による経済的支援も行われている。 

取組の成果 

１ 学外展示スペースによる出展機会の創出 
基本理念に掲げる人材の育成に向け、本学は、在学中から学生に出展経験を積ませることを目的に、

企画課、展示発表委員会および社会連携委員会が連携し、学内の展示スペースに加えて、下表のとおり、
４つの趣の異なる学外展示スペースを確保している。これらは、2012年の開学当初から支援企業や地域
などとの連携により拡充してきたもので、学内選抜展示、各専攻の成果展、団体や個人での展示・制作
スペース、授業等に日々利用されている。特に、秋田市内発のホワイトキューブとして、2014年度に支
援企業の社屋内に設置したビヨンポイントは、学内選抜展示や在学生等の個展に利用され、施設の貸出
だけに留まらず、制作、搬入・搬出、展示、広報および記録について手厚いサポートを行っており、出
展学生から好評を博している。ビヨンポイントでの出展を通じて、学生から、
スケジュール管理の難しさを実感した、展示のコンセプトと会場の空間・設
備をどう擦り合わせるか経験できた、画像と言葉で記録を残すことの重大さ
を学んだなどの声を得ており、当該取組は、作家活動や就職活動に向けて、授
業だけでは得られない貴重な経験やポートフォリオの充実に繋がっている。
また、当該支援企業からも、社屋が学生のトライアルの場として有意義に活
用されている現状を踏まえ、引き続き施設を提供したいとの賛同を得ている。 

表：学外展示スペースと利用状況 

区 分 設置年度 概 要 主な活用状況 2023年度稼働率 

ビヨンポイント 2014 
秋田市内初のホワイトキューブとして

支援企業の社屋内に設置 

学内選抜展示、在学生・卒

業生の個展 
82.8％(298/360日) 

サテライトセン

ター 
2011 

人通りの多い秋田駅前の大型商業施設

内に設置 ※短大時代 

在学生・卒業生の個展、専

攻の成果展、授業等 
90.8％(306/337日) 

アラヤイチノ 2016 
空き家問題解決への貢献も兼ねて大学
周辺の物件を活用 ※庭付き一軒家 

専攻の成果展、団体や個人
の個展、制作スペース 

51.9％(190/366日) 

新屋 NINO 2016 同上 ※元倉庫 同上 86.1％(315/366日) 

２ インストールワークショップ等の開催 
インストールにおける安全管理の基本知識、インストール時や展示期間中の学内外の事故事例とその

対処法の習得のほか、卒業・修了展での展示・設営も見据え、実践形式で作品の展示や会場設営等の作
業を経験することを目的に、展示・発表委員会と助手等が連携し、2020年度から全学生を対象に、座学
の安全講習会（１日）と実践編（４～５日間）で構成されるインストールワー
クショップを毎年度開催している。2023年度は、従来の安全講習会（80人参
加）のほか、本学開学 10周年記念展の機会を最大限活用し、実践偏をインス
トールプロジェクトと称し６日間に拡大して開催し、助手のほか本記念展で
実際の作業を行っているプロのインストーラーも講師に加わり、延べ 245 人
の学生が参加し、貴重な知識・体験を得られた等の好評を博している。 

３ 基金による創作活動の活性化や支援組織による支援 
本学では、開学 10周年を契機に、未来を志向し果敢にチャレンジする新世代の育成・支援を行うこと

を目的に「フューチャー・アーティスト基金」を設置しており、これを財源に 2023年 12月からの１年
を対象期間として、学生の創作意欲や挑戦心を喚起し、制作活動の活性化を目的に、展覧会等に出展し
優秀な成績を収めた場合に奨励金を支給する創作・課外活動等奨励金給付制度を実施している。また、
本学への支援を目的に、地元企業など 170会員（2024年５月１日現在）から構成される「あきびネット」
が 2013年度に設立されており、学生の自主的な展覧会への出展、各種調査・研究等に係る費用を支援す
るあきびネット奨学金、事業所内を展示スペースとして提供する学生作品展示事業を実施しているほ
か、学生の保護者で構成される後援会も学生活動に対する各種助成事業を実施している。卒業生を採用
した「あきびネット」会員からは、学生時代に培った作品展示等のノウハウと経験が、販売商品のディ
スプレイや事業所内の空間デザインに活かされている等の評価を得ている。 

自己評価 
 基本理念に掲げる人材育成の実現には、在学中から出展経験を積ませることが重要との認識の下、支
援組織による経済的支援等を得ながら展示・制作スペースの確保、インストールの知識と経験および制
作活動の活性化を図る奨励金と、ハード・ソフトの総合的な支援スキームを構築していると考えられる。 

関連資料 
ビヨンポイント、ビヨンポイント出展者アンケート結果、サテライトセンター、インストールプロジェ
クト開催チラシ、インストールプロジェクト参加学生アンケート、フューチャー・アーティスト基金創
作・課外活動等奨励金給付要領、あきびネット   

ビヨンポイント 

インストールプロジェクト 

https://www.artscenter-akita.jp/about/base/biyong-point
https://www.artscenter-akita.jp/about/base/akibi-satellite-center
https://www.akibi.ac.jp/about/university-support
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タイトル

（No.5） 
東北・北海道で唯一の国公立美術系大学における教員養成等の取組 

取組の概要 

「まちづくりに貢献し、地域社会とともに歩む大学」を基本理念の１つに掲げ、県内外を問わず広く

社会への貢献活動の展開と、芸術活動に力を発揮する人材育成に取り組む本学は、実践的指導力を備え

た教員を養成する本学独自の教職課程を構築しているほか、文化庁の芸術教育における芸術担当教員等

研修事業への参画により、全国の美術系教員に学びの機会を提供している。 

取組の成果 

１ 実践的指導力を育む教育実習関連科目と指導体制 
本学は、教職課程における授業科目の編成、履修計画、教育実習等を所管する秋田公立美術大学教職

および博物館学芸員課程委員会を設置（2013年度）し、東北・北海道地区における唯一の国公立の美術

系大学として、充実したカリキュラムと手厚い指導体制により学生の実践的指導力を育む本学独自の教

職課程を構築しており、広く学生を受け入れ、中学校・高等学校における美術教員の養成機関としてそ

の役割を果たしている。 

教職課程の１つ目の特徴は、学生が３年次での教育実習に自信を持って

臨めるように、２年次までに実践的指導力を確実に育むことを目的とした

本学独自の実習科目「教職入門」と「学校体験実習」を設定している点で

ある。これらの実習は、２年間で秋田市内の小、中、高と本学の附属高等

学院の計４校種で、様々な学校現場や教員の仕事について系統的・体験的

に学ぶものである。特に、２年次には実際に中学校と高等学校の教壇に立

ち、美術科の授業を行うなどの内容となっており、次年度の教育実習を控

えた学生にとって、経験と自信を得るに非常に貴重な機会となっている。 

２つ目の特徴は、教員と学生との信頼関係に基づいた学生一人一人に対するきめ細かな指導を実現し

ている点である。将来の学校教育を支えていく大切な人材を計画的かつ組織的

に養成していくため、本学では、教職課程の学びに関する個人面談を１年次から

計画的に実施し、面談後には丁寧な面談記録も作成している。３年次の「教育実

習事前事後指導」でも、全体指導の後に個別指導を丁寧に重ねる形で実施してお

り、教育実習本番では教員が必ず実習校に出向いてタイムリーな指導を行うこ

ととしている。学生の授業アンケートの結果をみても、毎年、教育実習関連科目

はどれも満足度が高く好評価を得ており、これは、教員と学生との信頼関係に基

づいた個別指導が大きな要因になっているものと考えている。 

３つ目の特徴は、美術教育センターを設置し、指導体制として、学部・大学院との兼任の教員のみな

らず、教職課程専任の教員４名（教授３名、助教１名）と、教職支援室に中学校・高等学校の校長職と

教育行政の実務経験を有する５名の実務家教員（特任教授）を配置し手厚く整備している点である。こ

れにより、学生は、充実した美術系の専門的知識はもとより、教育現場や教育行政で長年培われた経験

やスキルに裏打ちされた指導・面談を通じて教員としての基礎的素養や実践的指導力を習得していく。

授業以外でも、教員採用試験対策セミナーを毎週１回実施しているほか、学生や教職員に向けて教員採

用試験関係の情報を紹介する「教職支援室だより」を年４回発行し、これを学生へのメール配信や学内

配架・掲示に加えて、本学のウェブサイトにも掲載し、広く情報を発信している。 

このほか、本学は、現在、鳴門教育大学、上越教育大学および宮城教育大学と連携協力協定を締結し

ており、中でも、上越教育大学（教職大学院）とは、求めに応じて教職課程の授業の特別講師を相互に

担当しているほか、本学から毎年複数の教員を視察団として派遣し、教員養成大学における最新の取組

や指導法等を学ぶ機会を確保し、指導体制のさらなる充実に取り組んでいる。 

２ 芸術教育における芸術担当教員等研修事業への参画 

芸術系教科担当教員等に対し学習指導要領の趣旨を踏まえた理論研修・実践研修を実施し、指導方法

や評価方法等の工夫改善等につなげ、初等中等教育の芸術系教科等における指導の充実に資することを

目的として、2019 年度から文化庁が芸術教育における芸術担当教員等研修事業を開始しており、本学

は、東北・北海道地区の大学において唯一参画している。過去５か年度で、「テラコッタ粘土を使った縄

文土偶＆縄文土器制作」「日本画の材料と表現技法」「錫による技法・表現の可能性」等の計 16コマの研

修を提供し、全国の小・中・高等学校の教員延べ 142人が参加している。 

表：教員免許取得者数 

区 分 実績 

2019年度 14人 

2020年度 25人 

2021年度 29人 

2022年度 19人 

2023年度 20人 

合 計 107人 

自己評価 
本学は、独自の教育実習関連科目を有するカリキュラムに加えて、学生一人一人へのきめ細やかな個

別指導、教職課程専任教員を配置する充実した指導体制等により、教員に必要な基礎的素養と実践的指

導力を兼ね備えた人材を養成しているほか、全国の美術系教員の指導力向上にも寄与している。 

関連資料 
秋田公立美術大学教職および博物館学芸員課程委員会規程、教職および博物館学芸員課程関係の組織

図、教育実習の手引き（2023 年度）、教職入門・学校体験実習シラバス（2023 年度）、教職支援室だよ

り、授業アンケート結果（2023年度）、就職先アンケート結果（2022年度） 
 

教育実習関連科目 

１年次 教職入門(前期) 

    学校体験実習１(後期) 

２年次 学校体験実習２ 

    介護等体験実習 

３年次 教育実習事前事後指導 

    教育実習１・２ 

４年次 教職実践演習 

https://www.akibi.ac.jp/akibi_cms/assets/uploads/2020/08/bd0bdd29de99b965c636fd150f241cea.pdf
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2
https://www.akibi.ac.jp/about/feature/kyosyoku_jouhou-2
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複合芸術研究科修士課程（Ｍ）

認証評価共通基礎データ様式【改正前基準】【大学（専門職大学含む）用】様式１（令和６年５月１日現在）

事 項 記 入 欄 備 考

大 学 の 名 称 　　秋田公立美術大学

学 校 本 部 の 所 在 地 秋田県秋田市新屋大川町12番３号
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［注］

１　学部・学科、大学院研究科・専攻、別科・専攻科、研究所等ごとに記載してください（通信教育課程を含む）。

２　教育研究組織の欄に、学部等連携課程（大学設置基準第42条の３の２）を記載する場合には、「学士課程」欄の「学部・学科等の名称」に

　　そのことがわかるよう記載するとともに、備考欄に、①連携する学部や研究科、②どの学部や研究科から何名の教員が当該課程に

　　所属しているか、を明記してください。

３　教育研究組織の欄に、専門職学科（大学設置基準第10章）を記載する場合には、「学士課程」欄の「学部・学科等の名称」や「備考欄」

　　にそのことがわかるよう記載してください。

４　教養教育科目、外国語科目、保健体育科目、教職科目等を担当する独立の組織や、附置研究所、附属病院等がある場合には、

　　「別科・専攻科等」の欄に記載してください。

５　所在地について、２以上の校地において行う場合で当該校地にキャンパス名称があれば、当該所在地の後に「○○キャンパス」

　　と記載してください。

６　教員組織の欄には、教育研究組織の欄で記載した組織単位で専任教員等及び非常勤教員の数を記入してください。その際、専門職学科等を
　　設置していない場合は「学士課程」、専門職学科等を設置している場合は「学士課程（専門職学科等含む）」の欄を使用してください。

７  上記４に記載した、学部教育を担当する独立の組織がある場合には､組織名は、「学部・学科等の名称」の欄に「その他の組織等（○○）」と

    記載し、専任教員等及び非常勤教員の数を記載してください。

    なお、その場合は、「基準数（及び「うち教授数」）」及び「専任教員一人あたりの在籍学生数」の欄は 「―」としてください。

８　教員組織の欄に、学部等連携課程（大学設置基準第42条の３の２）に関する記載をする際には、「学士課程」または「学士課程（専門職学科等含む）」

　　の「備考欄」に学部等連携課程としての専任教員数や所属組織等を記入してください。

９　専任教員数の記入に際しては、休職、サバティカル制度等により一時的に大学を離れている場合も専任教員に算入してください。

　　ただし、大学設置基準第11条における「授業を担当しない教員」は含めないでください。

10　「非常勤教員」の欄には、客員教員や特任教員等で専任の教員は含みません。

11　他の学部・学科等に所属する専任の教員であって、当該学部・学科等の授業科目を担当する教員（兼担）は、

　　「非常勤教員」の欄には含めないでください。また、「専任教員等」の各欄にも含めないでください。

12　専任教員、研究指導教員及び研究指導補助教員の基準数については、それぞれ以下に定める教員数を記載してください。

　　・大学設置基準第13条別表第一及び別表第二（備考に規定する事項を含む。)

 ・大学通信教育設置基準第９条別表第一（備考に規定する事項を含む。)

 ・大学院設置基準第９条の規定に基づく「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」（平成11年文部省告示第175号）

　 別表第一、別表第二及び別表第三（備考に規定する事項を含む。)

 ・「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」（平成15年文部科学省告示第53号）第１条及び第２条

13　「うち実務家専任教員数」の欄については、大学設置基準第42条の６及び「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」

　　（平成15年文部科学省告示第53号）第２条に定める実務の経験及び高度の実務の能力を有する専任教員（実務家専任教員）の教員数、

　　「うちみなし専任教員数」の欄については、学士課程（専門職学科等含む）においては１年につき６単位以上、専門職学位課程においては

　　１年につき４単位以上の授業科目を担当し、教育課程の編成その他組織の運営に責任を担う専任教員以外の者（みなし専任教員）の教員数を

　　記入してください。
14 「学士課程（専門職学科等含む）」のうち、「○○学部○○専門職学科」以外の学科・課程においては、 「うち実務家教員数」、

「うち２項該当数」、「うちみなし専任教員数」の欄は「－」としてください。

15　「学士課程」のうち、薬学関係（臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの）の学部・学科等については、

　　「専任教員等」欄に記入した専任教員のうちの実務家専任教員の数を「備考欄」に記入してください。

　　実務家専任教員中にみなし専任教員がいる場合は、さらにその内数を実務家専任教員の数に（　）で添えて記入してください。

　　なお、ここにいう「実務家専任教員」及び「みなし専任教員」については、それぞれ「大学設置基準別表第一イ備考第九号の規定に基づき

　　薬学関係（臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの）の学部に係る専任教員について定める件」（平成16年文部科学省告示第175号）

　　第１項及び同第２項に定める教員を指します。

16　「専任教員１人あたりの在籍学生数」の欄には、様式２の在籍学生数／本表の専任教員数計により、算出してください。

17　「校舎敷地面積」、「運動場用地」の欄は、大学設置基準上算入できるものを含めてください。

18　寄宿舎その他大学の附属病院以外の附属施設（大学設置基準第39条第１項を参照）用地、附置研究所用地、駐車場、大学生協用地など

　　大学設置基準上「校地」に算入できない面積は「校地等」の「その他」の欄に記入してください。

19　「校舎面積計」の欄は、学校基本調査の学校施設調査票（様式第20号）における学校建物の用途別面積の「校舎」の面積の合計

　　としてください。

20　校地面積、校舎面積の「専用」の欄には、当該大学が専用で使用する面積を記入してください。「共用」の欄には、当該大学が

　　他の学校等と共用する面積を記入してください。「共用する他の学校等の専用」の欄には、当該大学の敷地を共用する他の学校等が

　　専用で使用する敷地面積を記入してください。

21　「基準面積」の欄は、大学設置基準第37条における「大学における校地」の面積（附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。）

　　または大学通信教育設置基準第10条の校舎等の施設の面積としてください。

22　「教員研究室」の欄は、専任教員数に算入していない教員の研究室は記入する必要はありません。なお、複数の助教等が共同して

　　１室で執務する場合は、教員数を室数に換算してください。

304 304
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学
部
名

学
科
名

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
入学定員に対
する平均比率

志願者数 358 344 358 419 343
合格者数 114 113 120 113 115

入学者数(A) 105 101 110 105 101
入学定員(B) 100 100 100 100 100

入学定員充足率（A/B） 105% 101% 110% 105% 101%
在籍学生数(C) 429 437 455 441 431
収容定員(D) 420 410 400 400 400

収容定員充足率（C/D） 102% 107% 114% 110% 108%
志願者数
合格者数

入学者数(E)
入学定員(F)

入学定員充足率（E/F） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
在籍学生数（G)

収容定員(H)
収容定員充足率（G/H） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

志願者数 358 344 358 419 343
合格者数 114 113 120 113 115

入学者数（I) 105 101 110 105 101
入学定員（J) 100 100 100 100 100

入学定員充足率（I/J） 105% 101% 110% 105% 101%
在籍学生数（K) 429 437 455 441 431
収容定員（L) 420 410 400 400 400

収容定員充足率（K/L） 102% 107% 114% 110% 108%

＜編入学＞

学
部
名

学
科
名

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

入学者数（２年次） - - - - -
入学定員（２年次） - - - - -
入学者数（３年次） 7 6 4 2 3
入学定員（３年次） 10 0 0 0 0
入学者数（４年次） - - - - -
入学定員（４年次） - - - - -
入学者数（２年次）
入学定員（２年次）
入学者数（３年次）
入学定員（３年次）
入学者数（４年次）
入学定員（４年次）

入学者数（２年次） 0 0 0 0 0
入学定員（２年次） 0 0 0 0 0
入学者数（３年次） 7 6 4 2 3
入学定員（３年次） 10 0 0 0 0
入学者数（４年次） 0 0 0 0 0
入学定員（４年次） 0 0 0 0 0

［注］
１　学生を募集している学部・学科（課程）、研究科・専攻、専攻科・別科等ごとに行を追加して作成してください。

２　昼夜開講制をとっている学部については、昼間主コースと夜間主コースにそれぞれ分けて記入してください。
３　学部、学科の改組等により、新旧の学部、学科が併存している場合には、新旧両方を併記し、「備考」に記載してください。
４　学部・学科、研究科・専攻等が完成年度に達していない場合、その旨を備考に記載してください。
５　募集定員が若干名の場合は、「0」と記載し、入学者数については実入学者数を記載してください。
６　入学定員充足率は、入学定員に対する入学者の割合、収容定員充足率は、収容定員に対する在籍学生数の割合としてください。
７　入学定員に対する平均比率は、過去５年分の入学定員に対する入学者の比率を平均したものが自動計算されます。
８　最新年度の秋入学については別途確認します。
９　編入学の定員を設定している場合、上の表（<編入学>の表ではない方）の入学定員には、編入学の定員を加えないでください。
10　博士前期課程を看護課程として、博士後期課程を医学課程としている博士課程については、博士前期課程と博士後期課程にそれぞれ
　　分けて記入してください。

　　なお、学部・学科等を追加する場合は、直下に追加しないと集計値がずれてしまうので、注意して下さい。

美　術　学　部　合　計

備　考

美
術
学
部

美
術
学
科

学
科

美　術　学　部　合　計 104%

#DIV/0!

認証評価共通基礎データ様式【改正前基準】【大学（専門職大学含む）用】様式２（令和６年５月１日現在）

備　考

美
　
術
　
学
　
部

美
　
術
　
学
　
科

104%

学

科
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学
部
名

学
科
名

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
入学定員に対
する平均比率

志願者数 35 46 50 49 128
合格者数 14 14 14 14 13

入学者数(A) 12 9 13 13 10
入学定員(B) 10 10 10 10 10

入学定員充足率（A/B） 120% 90% 130% 130% 100%
在籍学生数(C) 19 22 25 27 27
収容定員(D) 20 20 20 20 20

収容定員充足率（C/D） 95% 110% 125% 135% 135%
志願者数 2 3 5 5 7
合格者数 2 2 2 3 2

入学者数(E) 2 1 1 2 2
入学定員(F) 2 2 2 2 2

入学定員充足率（E/F） 100% 50% 50% 100% 100%
在籍学生数（G) 3 4 5 6 7

収容定員(H) 4 6 6 6 6
収容定員充足率（G/H） 75% 67% 83% 100% 117%

志願者数 37 49 55 54 135
合格者数 16 16 16 17 15

入学者数（I) 14 10 14 15 12
入学定員（J) 12 12 12 12 12

入学定員充足率（I/J） 117% 83% 117% 125% 100%
在籍学生数（K) 22 26 30 33 34
収容定員（L) 24 26 26 26 26

収容定員充足率（K/L） 92% 100% 115% 127% 131%

［注］
１　学生を募集している学部・学科（課程）、研究科・専攻、専攻科・別科等ごとに行を追加して作成してください。

２　昼夜開講制をとっている学部については、昼間主コースと夜間主コースにそれぞれ分けて記入してください。
３　学部、学科の改組等により、新旧の学部、学科が併存している場合には、新旧両方を併記し、「備考」に記載してください。
４　学部・学科、研究科・専攻等が完成年度に達していない場合、その旨を備考に記載してください。
５　募集定員が若干名の場合は、「0」と記載し、入学者数については実入学者数を記載してください。
６　入学定員充足率は、入学定員に対する入学者の割合、収容定員充足率は、収容定員に対する在籍学生数の割合としてください。
７　入学定員に対する平均比率は、過去５年分の入学定員に対する入学者の比率を平均したものが自動計算されます。
８　最新年度の秋入学については別途確認します。
９　編入学の定員を設定している場合、上の表（<編入学>の表ではない方）の入学定員には、編入学の定員を加えないでください。
10　博士前期課程を看護課程として、博士後期課程を医学課程としている博士課程については、博士前期課程と博士後期課程にそれぞれ
　　分けて記入してください。

認証評価共通基礎データ様式【改正前基準】【大学（専門職大学含む）用】様式２（令和６年５月１日現在）

備　考

複
合
芸
術
研
究
科

複
合
芸
術
専
攻

（
修
士
課
程

）

114%

複
合
芸
術
専
攻

（
博
士
課
程

）

80%

複合芸術研究科合計 108%

　　なお、学部・学科等を追加する場合は、直下に追加しないと集計値がずれてしまうので、注意して下さい。
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